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論

説

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

グ
ラ
ン

コ
ー
ル
と
し
て
の
国
務
院
の

深

目

次

一
序
|
|
グ
ラ
ン
・
コ
ー
ル
と
は

二
国
務
院
構
成
員
の
優
秀
性
に
つ
い
て

三
国
務
院
構
成
員
の
自
由
な
院
外
勤
務
の
特
権
的
慣
行
に
つ
い
て

四
「
指
導
職
員
団
」
と
し
て
の
国
務
院
の
影
響
力
に
つ
い
て
(
以
上
本
号
)

五
諮
問
機
関
お
よ
び
行
政
裁
判
機
関
と
し
て
の
影
響
力
に
つ
い
て

六
結
び
に
代
え
て
1

1
フ
ラ
ン
ス
高
級
官
僚
制
の
特
色
の
一
断
面

序
ー
ー
グ
ラ
ン
・
コ

l
ル
と
は

一
考
察

瀬

(一)
忠

ハ
1
)
の

a

フ
ラ
ン
ス
の
行
政
な
い
し
官
僚
制
に
お
い
て
コ

l
ル

S
『
宮
と
い
う
言
葉
が
、
屡
々
用
い
ら
れ
る
。
わ
が
国
で
は
、
通
常
、
職
員
固
な

北法28(2・0251



説

い
し
職
員
群
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、

円

1)の・
0

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
法
律
的
用
語
と
し
て
公
式
文
書
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
な
い
で

;jti.よ28(2・2)252

は
な
い
が
、
そ
こ
で
の
公
用
定
義
は
通
称
コ
!
ル
と
呼
ば
れ
て
い
る
実
体
と
必
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

た
際
、

ハ
2
)

さ
ら
に
筆
者
は
、
二
度
目
の
渡
仏
留
学
(
一
九
六
八
年
)
に
お
い
て
、
行
政
機
構
な
い
し
官
僚
制
に
興
味
を
も
ち
研
究
調
査
を
は
じ
め

(
2
)
 

グ
ラ
ン
・
コ
l
ル
な
い
し
グ
ラ
ン
・
コ
ー
ル
・
ド
・
レ
タ
の

E
E印
。
。
円
宮
内
同
巾
戸
、
開
仲
間
丹
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
高
級
官
僚
集
団
が

壬̂-
日間

存
在
し
、
極
め
て
高
い
プ
レ
ス
テ
ィ
ジ
と
国
家
行
政
上
枢
要
な
実
権
と
影
響
力
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
実
態
に
ふ
れ
た
。
筆
者
は
、
そ

れ
を
て
い
山
「
枢
要
国
家
職
員
群
」
と
訳
し
て
お
い
た
が
、
「
国
家
大
職
員
団
」
が
直
訳
で
あ
り
、
そ
の
範
聞
に
つ
い
て
は
必
ら
ず
し
も
は
っ

グ
ラ
ン
・
コ
l
ル
の
う
ち
に
、
国
務
院
円
巾
わ
O
ロ
田
町
己
仏
、
】
W
Z件
、
財
政
監
察
院
戸
、

H
E官
三
百
ロ
仏

2

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

ヨ
E
2
2、
会
計
検
査
院
戸
田
口

0
5
仏
g
n
o
B宮
巾
へ
と
い
う
三
つ
の
行
政
統
制
機
関
の
職
員
団
が
必
ら
ず
這
入
る
と
い
っ
て
よ
い
こ

ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
ヲ
シ
オ
ン
・
ザ
ク
チ

1

ず

、

、

、

(

4

V

と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
三
つ
の
グ
ラ
ン
・
コ
l
ル
が
他
の
活
動
的
行
政
諸
官
庁
の
職
員
群
に
対
し
て
実
態
上
一
種
の
階
層
制
的
優
越
性
を
も

〈

b
〉

フ
ラ
ン
ス
特
有
の
現
象
に
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
わ
が
国
そ
の
他
先
進
自
由
民
主
制
国
の
官
僚
制
に
も
そ
の

き
り
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

っ
て
い
る
と
い
う
、

よ
う
な
例
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

」
れ
ら
グ
ラ
ン
・
コ
l
ル
が
、

フ
ラ
ン
ス
行
政
な
い
し
官
僚
制
の
最
高
・
中
枢
部
に
あ
っ
て
、
行
政
上
の
み
な
ら
ず
政
治
的
に
ど
の
よ

フ
ラ
ン
ス
行
政
・
官
僚
制
の
全
体
像
さ
ら
に
は
政
治
制
度
の
実
際
的
構

う
な
実
際
上
の
役
割
を
果
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
の
解
明
は
、

造
・
機
能
を
分
析
・
理
解
す
る
た
め
に
一
つ
の
重
要
な
問
題
点
た
る
を
失
な
わ
な
い
と
考
え
た
。

国
務
院
が
、

【

6
v

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
府
の
一
般
的
諮
問
機
関
と
し
て
、
ま
た
と
り
わ
け
行
政
最
高
裁
判
所
と
し
て
、
諸
外
国
そ
し
て
わ

(
7〉

が
国
の
行
政
法
学
者
に
注
目
さ
れ
、
紹
介
さ
れ
、
そ
の
行
政
判
例
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
務
院
が
、
グ
ラ
ン
・

フ
ラ
ン
ス
の
行
政
・
行
政
裁
判
・
公
的
諸
部
門
(
公
企
業
・
私
企
業
部
門
に
及
ぶ
)
さ
ら
に
政
治
的
領

域
に
お
い
て
実
際
上
果
し
て
い
る
重
要
な
役
割
(
性
格
、
重
要
性
、
範
囲
、
影
響
力
)
に
つ
い
て
は
、
殆
ん
ど
紹
介
・
検
討
さ
れ
る
と
こ

コ
ー
ル
の
最
た
る
も
の
と
さ
れ
、



い
わ
ば
行
政
学
(
印
2
2
n巾
邑

B
E
2
2
2
-
4巾
〉
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る

研
究
は
、
「
第
五
共
和
制
下
に
お
け
る
行
政

H
政
治
的
テ
ク
ノ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
げ
〕
あ
る
い
は
「
権
力
の
座
に
つ
い
た
行
副
」
の
社
会
科
学

的
分
析
と
検
討
が
重
要
な

l
lし
か
し
困
難
な
|
|
研
究
課
題
と
な
っ
て
き
た
今
日
、
す
ぐ
れ
て
法
律
(
行
政
法
〉
専
門
家
な
い
し
テ
ク

ろ
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
よ
う
な
、

ニ
シ
ャ
ン
の
集
団
と
い
え
る
国
務
院
の
現
実
的
役
割
を
測
定
し
、

ま
た
高
級
官
僚
群
の
実
際
的
機
能
を
検
討
す
る
た
め
に
必
要
な
研
究
テ

ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

付

本
稿
は
、

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
と
視
角
か
ら
の
国
務
院
の
粗
描
的
一
考
察
で
あ
る
が
、

問
中
先
生
か
ら
た
ま
わ
っ
た
多
年
の
学
恩
に

フランスにおけるグラン・コーノレとしての国務院の一考察

対
す
る
深
い
感
謝
の
意
を
表
す
る
た
め
(
先
生
の
「
十
日
稀
記
念
」
論
文
集
冊
に
収
録
い
た
だ
き
た
い
と
努
力
し
た
が
、
さ
し
迫
っ
た
渡
仏
講
義
準
備
等
の

た
め
結
局
期
限
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
非
力
を
御
詫
び
し
つ
つ
)
、
ま
と
め
得
た
限
り
を
(
実
一
証
的
研
究
と
し
て
必
要
な
、

一
九
六
八
年
以
降
の
最
近
の
資
料

-
情
報
に
も
欠
け
た
。
来
る
滞
仏
期
間
中
補
完
を
試
み
た
い
)
、
献
呈
す
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

リ

ア

ン

カ

ン

パ

ニ

ー

(
1
)
の
a
H
L
2
芯
辞
典
に
よ
れ
ば
、

g
弓
ω

と
は
「
国
家
な
い
し
教
会
内
に
お
い
て
一
定
の
幹
で
結
合
さ
れ
て
存
在
し
あ
る
い
は
作
用
金
果
す
団
体
。
僧

ク
ラ
ン
・
コ
ー
ル
・
ド
・
レ
タ

侶
団
、
貴
族
団
。
国
家
大
職
員
団
」
。
ま
た
そ
の
例
と
し
て
、

n
G
吋司
ω
門
司
自
立
件
z
b
m

と
し
て
の
「
種
々
の
裁
判
所
な
い
し
行
政
庁
が
あ
り
、
国
民
団
体
や

立
法
府
な
い
し
憲
法
制
定
団
体
と
対
立
し
て
用
い
ら
れ
る
」
と
あ
る
3

右
、
国
家
大
職
員
団
と
い
う
言
葉
は
、
同
辞
典
初
版
、
一
八
六
三
年
に
既
に
知

メ
ヴ
ジ
ド
ー
ル

ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
通
常
、
こ
の
用
語
は
共
和
一
二
年
収
獲
月
二
四
日
(
一
八

O
四
年
七
月
一
一
二
日
〉
命
令
に
は
じ
め
て
現
れ
た
と
い

わ
れ
る
(
例
え
ば
、
閉
山

-
H
Eア
ゲ
門
司
。
L
5
z
g
-

。3邑
田
円
。
『
宮
え
の
B
口
弘

ω
口
O
S
S
E
-
-
ロ

H
N
2
5
L
2
ロ
E
H
冨
S
L
2・回〈『
M

一
一
回
目
∞
・
百

-
E
M

ロ
c
g
(同
)
)
が
、
司
・
開
ω
n
E
Z
(戸
内
田
町
g
ロ
身
内
C
H
宮
母
て
盟
主
・
勺
-C-
司
-wc・m
・
-
了
一
句
ケ
司
印
l
d
・
こ
の
小
著
は
本
問
題
に
つ
き
便
利
な
好

著
)
は
、
同
命
令
に
は
「
行
政
お
よ
び
司
法
の
職
員
団
」
と
い
う
用
語
が
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。

デ

ク

レ

ス

タ

チ

ユ

・

パ

ル

チ

キ

ユ

リ

エ

ア

ン

ス

グ

リ

プ

ジ

オ

ン

(

1

)

の
b

一
九
四
七
年
七
月
二
四
日
統
令
四
七
一
一
一
一
一
一
一

O
号
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
「
同
一
の
特
別
の
規
則
に
服
し
、
同
じ
昇
進
表
に
記
入
加
脱
し
た
後
、
選

グ
ラ
ー
ド

択
的
昇
進
に
よ
っ
て
同
じ
位
階
で
通
常
の
職
務
を
行
な
っ
て
い
る
公
務
員
連
を
、
一
職
員
団
を
構
成
す
る
も
の
と
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
定
義
で
は
、
グ
ラ
ン
・
コ

l
ル
と
呼
ば
れ
る
職
員
団
と
く
に
国
務
院
の
実
態
と
一
致
し
な
い
。
国
務
院
に
は
、
選
択
的
昇
進
も
、
昇
進
表
も
な
い
か

ら
で
あ
る
。
ケ
ス
ラ
l
(
ζ
・
lod-F回目
-
R
u
C
(
U
S
E
-
q
E民
-no--2・
3
2
・
甘
・
一
定

-
S
Z
N
・
本
書
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
等
に
よ
る
詳
し
い
実

北法28(2・3)253



説

証
的
研
究
。
本
稿
は
約
一

O
年
前
の
こ
の
文
献
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
)
は
、
コ
ー
ル
の
「
社
会
学
的
性
質
」
が
解
明
さ
る
べ
き
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
2
〉
拙
稿
、
フ
ラ
ン
ス
高
級
官
僚
養
成
の
制
度
と
実
態
、
現
代
ヨ
ド
ロ
ツ
パ
法
の
動
向
、
石
崎
政
一
郎
先
生
古
稀
記
念
、
動
草
書
房
一
、
一
九
六
八
年
、
一

一
一
一
頁
以
下
、
と
く
に
一
六

O
l
一
六
四
頁
参
照
。
グ
ラ
ン
に
は
、
偉
大
な
い
し
実
権
・
影
響
力
の
大
き
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
。

(
3
)
例
え
ば
、

c
m雪
見
仏
2
0
2
M内
包
g
ι
g
の
一
九
五
八
年
六
月
一
五
日

l
一
一
一
月
一
日
号
に
連
載
の
の
S
E
m
g門官

2
0
3
E山口
Oヨ
ヨ
ぽ
は

国
務
院
、
外
交
官
、
財
政
殴
察
院
、
裁
判
官
、
会
計
検
査
院
、
技
術
者
職
員
団
、
知
事
職
員
団
を
取
扱
っ
て
い
る
。
開
ω
n
C
E
r
o
-
8・
口
広
・
は
、
三
統
制

職
員
団
の
ほ
か
、
外
交
と
知
事
の
職
員
団
を
扱
う
。

(
4
)
E
・
N
-
A
の
最
優
秀
学
生
が
こ
の
一
一
一
職
員
団
に
入
る
た
め
物
凄
い
競
争
を
す
る
。
拙
稿
前
掲
一
五
八
l
l

一
五
九
頁
の
表
を
み
よ

o
F
8ロ
r
p
毛・

2
7
H
U
-
m
-
は

E
-
N
・
A
学
生
の
用
語
上
こ
の
三
職
員
団
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
プ
レ
ス
テ
ィ
ジ
、
昇
進
、
実
権
、
影
響
力
、
諸

特
権
等
に
よ
る
。
本
稿
二
以
下
で
検
討
す
る
。

(
5
)

わ
が
国
で
は
大
蔵
省
が
実
際
上
、
一
種
の
優
越
的
・
統
合
的
地
位
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
、
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
大
蔵
省
は
重
姿
な
活
動
的
行

政
庁
だ
と
は
い
え
、
財
政
監
察
院
よ
り
一
段
下
に
位
す
る
と
み
ら
れ
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
大
蔵
省
の
局
長
は
、
財
政
監
察
官
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る

場
合
が
多
い
。
や
や
古
い
デ
ー
タ

l
t
あ
る
が
、
〈
-
p
c
r
g
5
F
戸
、
同
ロ
ω
3
n
t
oロ
《
凶
巾
回
目
白
白
ロ
ngwMM・C
・p
・
3
印
タ
同
y
z
-
Z
目・

(
6
〉
例
え
ば
、
の
・
』
・
出
血
ヨ
S
P
H
M
C
C〈
CM同
缶
詰
『
b
E
Cロ
E
-
5
2
8己「
D
F
守
口
告
白
色
。
ロ
ロ
己
号
で
邑
自
国
口
呂
町
弘
5
p
g
g三
合
同
仲
F
o
a
m
C『
r
n
oロl

moニ
モ
何
宮
件

ω同ω宮内開口仲釦己

nDD窓
口
止
め
Eur
問、
.C・O
-
H
・
3
印
∞
(
可
・
間
百
円
〉
・
の
D
B同RIN--同庁ロ
)

U

回・

ω口}困者
R
R
-
明，司市周回口「

ω仏
HUE-白骨
S
E〈
o
r君

g
L
仲

y
m
n
O
B
5
0ローム
ω司
君
。
円

E
・
204
司ペ
O『
r
d・句
-
w
S印
4・

(
7
)

神
谷
昭
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
研
究
、
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
。
野
田
良
之
、
フ
ラ
ン
ス
法
入
門
9
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
と
行
政
裁
判
、
法
学
セ
ミ

ナ

l
一
九
五
八
年
一
二
月
号
。
阿
部
泰
隆
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
訴
訟
論
、
有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
。
兼
子
仁
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
、
有
斐
閣
、
一
九

七

O
年
。
山
下
健
次
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
夕
日
立
法
行
政
活
動
、
立
命
館
法
学
三
四
号
、
一
九
六

O
年
。
近
藤
昭
三
、
フ
ラ
ン
ス
国
務
院
と
法
律
の
優

位
、
公
法
研
究
二
四
号
、
一
九
六
二
年
。
田
中
舘
照
橘
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
裁
判
制
度
、
国
立
国
会
図
書
館
、
一
九
六
八
年
等
。

(
8
)
深
瀬
・
中
村
、
フ
ラ
ン
ス
公
法
最
近
文
献
覚
え
書
き
、
北
大
法
学
論
集
二
六
巻
四
号
、
一
八
一
!
一
八
三
、
一
九
一
一
良
の
要
旨
・
文
献
、
お
よ
び
磯
部

力
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
学
の
新
傾
向
、
公
法
研
究
三
八
号
、
一
九
七
六
年
、
二
四
七
|
二
四
八
、
二
五
四
頁
参
照
。
同
州
-
U日間
0・
ω
1
2
8
邑
E
E
E
E
t〈
P

E
E
n仲町内
ω
間宮
b
E
E
n
r
r
E
2
2
邑
百
戸
口
E
2
7
p
-
2
a
E
a
E
2
邑
E
E
a
E件2
2・
。
2
2
《同
0
0
3
F
一

ua-
司・

ωO町
、
が
制
度
論
的
要

~b. 
jiHU 

北法28(2・4)254



素
が
強
い
が
標
準
的
教
科
書
。

(
9
)

〉
-
Z
2
2
0
5
』・

0-25--
司
・
の
b
r
L
w
U
H
C芹

n
c
B
E
E
t
cロロ。一

z
z
m
z
z
t
oロ回目
5
5
2
5
P
宮
O
ロ宮町弓
s
t
g
-
一
回
目
、
匂
・
芯
∞
4
2
・

(
川
〉
ハ
U
7
・
0与
冨
田
n
y
戸
、
〉
仏
ヨ
宮
町
Hgtcロ
E
H】
D出
4
0
F
Fロロ昨日ロロロ
ω
ヨリ切角川仲間)乙広
5
5
m
g
g
g
〈
O

同

w
b
匂ロゲ
-
5
5・。凶
}BEDlFAYF
呂田由・

国
務
院
構
成
員
の
優
秀
性
に
つ
い
て

付

洪
和
八
年
霜
月
二
二
日
憲
法
(
一
七
九
九
年
一
二
月
一
日
)
五
二
条
の
原
則
に
基
づ
き
、
共
和
八
年
雪
月
四
日
組
織
法
(
一
七
九
九
年
一
二
月

フランスにおけるグラン・コーノレとしての国務院の一考察

二
五
日
)
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
国
務
院
が
、
法
案
と
政
令
の
起
草
お
よ
び
行
政
事
案
の
紛
争
解
決
の
機
関
と
し
て
出
発
し
て
以
来
、

ハ
1
〕の
a

と
四
分
の
三
世
紀
を
経
、
政
府
の
法
令
に
関
す
る
諮
問
機
関
お
よ
び
行
政
最
高
裁
判
所
と
し
丈
進
化
し
て
き
た
こ
と
は
、
繰
り
返
え
す
ま

一
世
紀

で
も
な
い
。

ま
た
、
そ
の
制
度
の
構
造
は
、
四
つ
の
行
政
部
(
内
務
、
財
政
、
土
木
、
社
会
各
部
が
政
府
・
行
政
庁
の
諮
問
に
応
じ
〉
、
一
つ
の
訟
務
部
(
多
数
の

ス
・
セ
ク
シ
オ
ン

課
に
分
れ
る
)
か
ら
成
立
ち
、
司
法
大
臣
を
国
務
院
長
と
し
、
訟
務
部
長
を
副
院
長
(
国
務
院
の
恒
常
的
な
直
接
の
長
)
と
し
、
各
行
政
部
に

f
v
d
F
ン

コ

ン

セ

イ

エ

セ

ル

ゲ

イ

ス

・

ヱ

ク

ス

ト

ヲ

庁

U
N

デ
イ
ネ

1
P

メ
1
ト
L
V

・
デ

-
P
ヶ
1
ト

部
長
が
お
り
、
審
議
官
〈
一
九
七

O
年
現
在
予
算
定
員
で
、
五
六
名
の
通
常
審
議
官
、
お
よ
び
一
二
名
の
非
通
常
審
議
官
〉
、
請
求
審
査
官
〈
七

O
名
、
一

オ

I
Jア
イ
ト
ウ

l

N

円

1
v
の
b

名
は
事
務
局
長
て
お
よ
び
聴
間
官
(
一
級
・
二
級
に
分
る
。
四
四
名
)
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
省
略
す
る
。

本
稿
が
考
察
の
焦
点
と
す
る
「
グ
ラ
ン
・
コ
ー
ル
と
し
て
の
国
務
院
」
の
プ

ν
ス
テ
ィ
ジ
や
特
権
に
関
連
し
て
と
く
に
注
目
し
検
討
を

作
ク
リ
ユ
ァ
ト
マ
ン

要
す
る
の
は
、
本
項
(
二
)
で
扱
う
構
成
員
の
採
用
の
実
態
で
あ
り
、
他
は
、
次
項
(
一
ニ
〉
で
み
る
よ
う
に
、
彼
ら
が
自
由
に
国
務
院
外
の
職

務
に
従
事
し
う
る
特
典
に
つ
い
て
で
あ
る
。

さ
て
、
国
務
院
の
構
成
員
は
、
第
三
共
和
制
時
代
国
務
院
自
身
が
選
抜
し
て
い
た
(
同
)
が
、
第
二
次
大
戦
後
第
四
共
和
制
以
来
「
国

立
行
政
研
修
所
」
開

g
r
z巳
E
E
F
仏
、
〉
仏
B
E
E
E片山。ロ

(
E
・
N
・
A
と
略
)
の
卒
業
生
か
ら
採
用

(ω
〉
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

北法28(2・5)255



説

部
外
採
用

Z
Z
R
巾
己
主
巾
日
の
一
部
構
成
員
が
い
る
(
例
)
。
遂
一
検
討
し
よ
う
。

(a) 

第
三
共
和
制
下
の
国
務
院
自
身
に
よ
る
最
優
秀
者
採
用
の
実
態

北訟28(2・6)256

=:，!.込
民間

第
三
共
和
制
に
お
い
て
は
国
務
院
の
最
も
若
い
構
成
員
・
二
級
聴
問
官
は
、
国
務
院
自
ら
選
抜
し
た
(
一
八
七
二
年
五
立
西
日
法
五
、
六

ジ
ユ
リ

1

条
に
基
づ
き
、
国
務
院
制
定
の
規
則
に
よ
る
選
択
試
験
に
よ
り
採
用
決
定
J
o

選
抜
審
査
員
会
は
、
も
つ
ば
ら
国
務
院
構
成
員
で
成
立
ち
ハ
三
人
の
審
議

官
で
構
成
、
う
ち
一
人
が
会
長
、
副
院
長
が
選
任
す
る
一
人
の
請
求
審
査
官
が
副
査
。
一
九
一
一
一
一
年
に
今
一
人
訪
米
帯
夜
官
追
加
〉
、
筆
記
・
口
頭
試
験
〈
一

フ
ロ
か
ノ
ラ
ム

一
九
三
八
年
修
正
の
試
験
課
目
に
よ
る
)
を
行
な
う
。

八
七
二
年
決
定
、

-九一一一一、

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
国
務
院
自
身
に
よ
る
自
ら
の
後
継
者
選
抜
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
国
務
院
の
中
堅
・
若
手
で
あ
る
請
求
審
査

官
と
聴
問
官
の
相
当
数
の
者
が
、
選
抜
試
験
準
備
の
学
生
達
の
学
習
を
指
導
し
多
大
の
影
響
(
知
的
・
道
徳
的
)
を
与
え
て
い
た
。

ブL

七
一
年
プ
ゥ
ト
ミ
|
何
百
二
四
∞
0
5
5可
が
創
設
し
た
パ
リ
の
政
治
学
自
由
学
院
開

g
F
E
)足
己
2
R
W
5
2
宮

-E宮
町
田
に
集
る
受

験
生
達
に
対
し
、
彼
ら
は
、
週
に
数
回
づ
っ
試
験
課
程
に
そ
く
し
て
教
化
・
訓
練
を
与
え
た
と
い
う
。

エ
ク
，
、
ト
レ

1
ム
マ
ン
・
デ
イ
フ
イ
ジ
ル

選
抜
試
験
は
「
極
め
て
難
か
し
く
」
、
「
諸
グ
ラ
ン
・
コ
ー
ル
の
試
験
中
で
も
最
も
難
か
し
い
」
と
い
わ
れ
た
。
極
め
て
広
汎
か
つ
精
確

で
技
術
(
実
際
〉
的
な
知
識
が
要
求
さ
れ
た
。
ま
た
審
査
員
は
、
筆
記
試
験
に
つ
い
て
は
厳
格
に
公
平
不
偏
で
あ
り
「
依
伯
晶
民
」
は
な

口
頭
試
験
に
お
い
て
は
審
査
員
の
主
観
的
な
要
素
|
|
道
徳
的
資
質
、
人
格
、

、

手

当

、

L
カ

一
般
教
義
、
表
現
の
ス
タ
イ
ル
、
外
観
等
に
対
す

る
評
価
ー
ー
が
多
か
れ
少
な
か
れ
這
入
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
審
査
員
の
期
待
す
る
聴
問
官
の
理
想
像
に
し
た
が
っ
て
~
評
価
さ
れ
、

た
め
に

審
査
員
(
国
務
院
構
成
員
一
般
)
に
多
か
れ
少
な
か
れ
似
た
後
継
者
を
選
ぶ
結
果
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

年
ま
で
に
採
用
さ
れ
た
聴
問
官
一
二

O
人
の
う
ち
、
一
一
六
人
が
上
記
政
治
学
自
由
学
院
の
卒
業
生
で
あ
り
、

い
っ
て
よ
く
、
そ
の
出
身
地
域
・
社
会
層
は
「
基
本
的
に
パ
リ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
と
い
わ
れ
る
。

一
八
九
九
年
か
ら
一
九
三
六

そ
れ
は
殆
ん
ど
独
占
的
と

以
上
に
よ
り
、
国
務
院
構
成
員
の
採
用
制
度
が
、
院
自
身
後
継
構
成
員
を
選
ぶ
「
後
継
者
自
己
選
抜
制
」
円
。
。
勺
g
t
oロ
で
あ
り
、
最
も



難
か
し
い
選
択
試
験
を
突
破
し
(
他
の
行
政
庁
職
員
に
優
位
意
識
を
も
っ
)
た
エ
リ
ー
ト
が
、
実
態
上
、
社
会
的
・
道
徳
的
同
質
性
を
維

持
で
き
る
採
用
機
構
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
「
グ
ラ
ン
・
コ
ー
ル
現
象
」
の
一
源
泉
を
な
し
て
い
た
。

(b) 

E
-
N
・
A
の
最
優
秀
卒
業
生
の
国
務
院
就
職

付

国
務
院
の
後
継
者
自
己
選
抜
制
ハ
他
の
グ
ラ
ン
・
コ
!
ル
お
よ
び
行
政
庁
も
同
じ
)
は
、
第
二
次
大
戦
後
三
九
四
五
年
)
フ
ラ
ン
ス
高
級
行
政

官
僚
養
成
の
独
占
的
機
関
で
あ
る
国
立
行
政
研
修
所
E
・
N
・
A
創
設
に
よ
り
、
根
本
的
に
改
造
さ
れ
た
。
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
教
育
制
度

設
立
の
背
景
、
教
育
組
織
と
運
用
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
「
フ
ラ
ン
ス
高
級
官
僚
養
成
の
制
度
と
実
態
」
で
詳
論
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

フランスにおけるグラン・コーんとしての国務院の一考察

E
-
N
・
A
創
設
以
後
、
国
務
院
は
自
己
の
後
継
者
を
自
ら
選
任
し
う
る
主
人
で
は
な
く
な
っ
た
。

E
-
N
・
A
に
お
い
て
は
、
将
来

あ
ら
ゆ
る
行
政
庁
に
配
属
さ
れ
る
研
修
生
が
一
緒
に
二
年
半
勉
強
し
、
そ
の
卒
業
に
あ
た
っ
て
研
修
生
自
身
が
|
|
総
合
成
績
上
位
者
の

希
望
が
優
先

l
l白
か
ら
の
配
属
官
庁
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
〈
「
希
望
官
庁
合
志
願
す
る
卒
業
生
の
席
次
順
に
配
属
が
決
ま
っ

(
B〉

て
ゆ
く
」
)
。

E
-
N
・
A
で
の
研
修
生
の
教
育
や
試
験
の
教
師
な
い
し
審
査
員
に
、
国
務
院
構
成
員
が
な
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
が
、
他
の

行
政
官
、
教
援
等
も
多
く
、
国
務
院
の
構
成
員
は
そ
の
一
部
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。

さ
ら
に

E
・
N
・
A
の
合
格
者
を
、
恵
ま
れ
た
社
会
層
(
家
族
・
環
境
)
出
身
の
青
年
以
外
に
開
放
す
る
た
め
、
第
二
試
験
制
(
公
務
員
と

し
て
五
年
以
上
勤
務
し
た
者
は
、
な
ん
ら
教
育
資
格
要
件
な
し
に
受
験
で
き
る
。
こ
の
制
度
に
よ
り
研
修
生
の
三
分
の
一
を
採
用
〉
が
つ
く
ら
れ
、
ま
た
、

ア
ン
ス
テ
イ
チ
ユ
・
デ
・
ゼ
チ
ユ

1
ド
・
ポ
リ
テ
イ
ク
・
ド
・
リ
ユ
ニ
ゲ
エ

UNγ

テ
・
ド
・
パ
リ

前
記
政
治
学
自
由
学
院
の
事
実
上
の
合
格
者
独
占
態
勢
を
改
め
る
た
め
、
同
学
院
(
は
国
立
化
・
拡
充
強
化
さ
れ
、
パ
リ
大
学
政
治
学
研
究
所
と

(
8
)
 

な
っ
た
。
一
九
六
八
年
以
後
不
詳
)
以
外
に
、
地
方
大
学
に
政
治
学
研
究
所
(
エ
ク
ス
・
ア
ン
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
、
ア
ル
ジ
ェ
、
ボ
ル
ド
ー
、
グ
ル
ノ
l

~tit28C2 ・7)257

ブ
ペ
リ
オ
ン
、
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
、
ト
ウ
ル
l
ズ
各
大
学
。
一
九
六
八
年
現
在
〉
が
設
置
さ
れ
た
。

右
、
第
二
次
大
戦
後
の
改
革
を
瞥
見
す
る
と
、
嘗
て
の
よ
う
に
、
国
務
院
自
身
が
厳
格
な
選
抜
試
験
に
よ
り
自
ら
の
後
継
者
を
採
用
し

て
自
ら
に
相
応
し
い
と
考
え
る
最
優
秀
エ
リ
ー
ト
団
を
構
成
す
る
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
従
来
の
「
グ
ラ
ン
・
コ

l
ル



説

現
象
」
の
原
由
の
一
角
が
崩
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
新
制
度
に
よ
る
改
革
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
態
は
殆
ん
ど
変
ら
ず
、
国
務
院
は

E

・N
-
A
を
媒
介
と
し
て
、
最
優

秀
者
を
集
め
て
い
る
。

E
-
N
-
A
創
設
直
後
に
は
、
国
務
院
は
白
ら
に
相
応
し
い
高
度
の
資
質
あ
る
聴
問
官
が
供
給
さ
れ
な
い
の
で
は

北法28(2・8)258

論

な
い
か
に
不
安
を
も
っ
た
。
し
か
し
、
次
掲
実
績
表
の
と
お
り
、

E

・N
・A
卒
業
生
中
最
優
秀
者
が
国
務
院
を
選
択
す
る
慣
行
が
か
た

ま
り
、
国
務
院
の
他
官
庁
に
対
す
る
プ
レ
ス
テ
ィ
ジ
の
優
位
(
資
質
の
優
秀
性
〉
は
か
え
っ
て
強
化
さ
れ
た

l
l序
列
の
相
対
的
差
異
が
一

見
明
白
に
わ
か
る
こ
と
に
よ
り
!
ー
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
国
務
院
に
と
っ
て
唯
一
の
現
実
的
脅
威
は
、
財
政
監
察
院
と
の
対
抗
に
お

け
る
ト
ッ
プ
争
い
に
お
い
て
や
や
劣
勢
と
な
る
か
に
み
え
る
年
度
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
次
表
に
よ
り
対
照
さ
れ
た
い

る
資
料
に
よ
る
)
O

年
一
九
五
五

一
九
五
六

一
九
五
七

一
九
五
八

一
九
五
九

一
九
六
O

一
九
六
一

一
九
六
二

一
九
六
三

一
九
六
四

一
九
六
五

次

一O
八
名

七
九
名

七
六
名

六
四
名

五
一
名

七
二
名

五
七
名

五
五
名

五
七
名

六
五
名

九
O
名

配

属

席

次

務

者

国
三
、
四
、
五
、
八

(
一
、
二
は
外
務
省
)

二
、
五
、
六

一
、
四
、
五
、
七
、
一

O
、
一
五

一
、
三
.
六
、
七
、
一

O
、
一
二
、
一
四

五
、
六
、
七
、
一
一
、
三
寸
=
二
、
一
四

五
、
六
、
七
、
一

O
、
一
一
、
一
二
、
一
一
一
一

回
、
六
、
九
、
一

O
、
一
一

三
、
七
、
八
、
九
、
一

O

一
、
四
、
五
、
八

三
、
五
、
六
、
九
、
一

O

一
、
三
、
四
、
五
、
六
、
七
、
九

(
筆
者
の
手
許
に
あ

財

政

監

察

院

配

属

者

席

次

六
、
七
、
九
、

一一一一、

九

一五、

一七、

一O
、
一
一、

一
、
三
、
四
、
七
、
八
、
九
、
一

O

二
、
一
ニ
、
六
、
八
、
九
、
一
一

二
、
五
、
九
、
一
一
、
一
三
、
一
五

一
、
二
、
三
、
四
、
八
、
九
、
一

O

一
、
二
、
三
、
四
、
八
、
一
四

一
、
二
、
三
、
五
、
七

一
、
二
、
四
、
五
、
六

二
、
一
一
一
、
七
、
九

て
二
、
四
、
七
、
八

二
、
四
、
八
、
一

O
、
一
一
、



名

二
、
四
、
九
、
一

O
、

〈
一
は
外
務
省
)

一
、
三
、
四
、
六
、
一

O

七
、
八
、
九
、
一

O
、
一
一

四
、
七
、
八
、
九

二
、
二
、
三
は
内
務
省
〉

五一二

六一五

一-三七

四八

二五九

ームー
ノ、

、
五
、
六
、
七
、
八
、

一
九
六
六

一寸

反一 一一
色九;九九
と七;六六
い二 八七
わ
れ
た
例一一
外0:二九
的0:0七
年名 名名
度

付

国
務
院
の
将
来
の
担
い
手
は
、
財
政
監
察
院
の
そ
れ
と
E
-
N
・
A
卒
業
成
績
の
席
次
に
お
い
て
て
二
位
を
争
い
、
第
三
位
(
会
計
検

フランスにおけるグラン・コーノレとしての国務院の一考察

査
院
)
に
下
る
こ
と
は
な
く
、
他
官
庁
を
断
然
引
き
は
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、

ト
y

プ
・
ク
ラ
ス
の
最
優
秀
者
に

よ
り
国
務
院
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
は
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

国
務
院
構
成
員
の
社
会
的
出
身
層
や
道
徳
・
教
委
等
に
お
け
る
同
質
性
も
、
ほ
と
ん
ど
変
っ
て
い
な
い
。

一
九
四
五
年
以
前
の
国
務
院

構
成
員
の
八
五
%
近
く
は
、
国
民
の
中
の
「
最
も
安
楽
な
階
層
」
に
属
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、

E
-
N
-
A
の
研
修
生
の
出
身
層

は
、
高
級
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
か
ら
中
級
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
に
拡
が
っ
て
き
た

l
l
そ
れ
だ
け
民
主
化
し
た

l
lー
と
は
い
え
よ
う
が
、

E
-
N

-
A
で
の
教
育
は
同
質
性
を
強
め
る
も
の
で
あ
っ
て
も
そ
の
逆
で
は
な
く
、
国
務
院
の
同
質
性
や
統
一
性
を
損
う
に
い
た
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
。
ま
た
、
第
二
試
験
を
通
っ
て

E
・
N
・
A
か
ら
国
務
院
に
這
入
っ
た
者
は
極
め
て
少
数
で
こ
九
四
五
年
以
来
一
九
六
八
年
ま
で

に一

O
名
位
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
、
か
つ
彼
ら
は
、
下
級
(
貧
し
い
)
公
務
員
と
い
う
の
で
は
な
く
、
防
衛
大
卒
の
武
官
と
か
E
-
N
・
A

「
受
験
準
備
・
公

務
員
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
占
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
)
大
勢
に
変
り
は
な
い
。
ま
た
、
パ
リ
大
学
政
治
学
研
究
所
で
受
験
準
備
を
し
た

E
・
N

北法28(2・9)259

-
A
合
格
者
が
圧
倒
的
に
多
く
、
地
方
の
政
治
学
研
究
所
か
ら
の
合
格
者
が
少
な
い
状
態
も
変
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

前
記
第
三
共
和
制
以
来
の
国
務
院
の
プ
レ
ス
テ
ィ
ジ
は
、
そ
の
構
成
員
採
用
シ
ス
テ
ム
の
大
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ト
ッ
。
ブ
グ
ラ
ス
の
席
次
と
い
う
目
に
見
え
る
形
で
最
優
秀
者
が
集
り
、

E
-
N
，
A
の

ひ
び

し
か
も
最
高
エ
リ
ー
ト
を
自
負
す
る
国
務
院
の
団
結
に
縛
を
い
れ



説

る
要
因

部トは
外?な
採wに
用ェも
の2あ
構fら
成守わ
員んれ

のて
等い
質な
化い
の
が

実
情
と
い
え
よ
う
。

(c) 

:?A 
n間

第
三
共
和
制
初
期
(
一
八
七
二

l
一
八
七
五
年
)
に
は
、
部
外
採
用
(
国
務
院
の
正
規
の
選
択
試
験
合
格
者
以
外
の
〉
構
成
員
が
、
政
府
に
よ

り
政
治
的
見
地
か
ら
任
命
さ
れ
た
り
(
大
臣
や
政
界
の
実
力
者
の
親
族
等
が
請
求
審
交
官
と
な
り
〉
あ
る
い
は
政
府
に
従
順
な
官
僚
(
「
隠
退
の
家
」

と
も
い
わ
れ
、
県
行
政
か
ら
過
半
数
の
審
議
官
が
と
ら
れ
た
)
に
よ
り
占
め
ら
れ
た
た
め
、
批
判
が
強
く
、

一
連
の
改
革
が
進
め
ら
れ
た
。
請
求

審
議
官
の
四
分
の
三
の
ポ
ス
ト
は
一
級
聴
問
官
に
留
保
さ
れ
(
一
九
一

O
年
法
)
、
年
齢
お
よ
び
一
定
の
資
格
制
限
が
設
け
ら
れ
(
一
九
二
午

法
に
よ
り
、
請
求
審
査
官
は
三

O
才
以
上

一
O
年
以
上
の
公
職
勤
務
を
要
す
。
審
議
官
は
四

O
J
以
上
)
、
a

審
議
官
の
三
分
の
一
し
か
部
外
か
ら
採
用

で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
た
(
一
九
二
三
年
三
月
一
日
法
七
条
)
。

部
外
採
用
構
成
員
の
資
質
や
通
常
の
構
成
員
と
の
同
質
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
第
三
共
和
制
初
期
に
は
適
格
性
の
疑
わ
し
い
者
も
い

た
よ
う
で
あ
る
が
、
「
人
民
戦
線
」
政
府
(
一
九
三
六
l
士
一
七
年
)

の
任
命
も
政
治
的
濫
用
と
い
う
程
の
も
の
は
な
い
。
第
二
次
大
戦
後
「
レ

ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
」
参
加
・
貢
献
者
が
一
評
価
さ
れ
相
当
数
任
命
さ
れ
た
こ
九
四
四
|
一
九
四
七
年
に
及
ぶ
。
清
次
容
布
行
一

O
名
お
よ
び
評
議
行

七
名
。
逆
に
ヴ
ィ
シ
l
派
審
議
官
で
粛
清
さ
れ
た
者
あ
り
)
。
第
五
共
和
制
に
な
っ
て
か
ら
は
、
請
求
審
査
官
の
殆
ん
ど
総
て
は
行
政
官
の
実
績
を

積
ん
で
お
り
、
審
議
官
の
経
歴
も
多
年
の
経
験
を
も
っ
高
級
行
政
官
(
局
長
、
知
事
な
ど
)
で
あ
り
、
「
政
治
的
」
任
命
の
要
素
は
認
め
ら

れ
な
い
と
い
わ
れ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
部
外
採
用
構
成
員
は
、

ま
た
、
多
領
域
に
わ
た

そ
の
任
命
が
政
治
的
情
実
に
よ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
久
し
く
、

り
夫
々
経
験
あ
る
行
政
(
高
級
行
政
)
官
に
よ
り
占
め
ら
れ
、
国
務
院
外
の
活
動
的
諸
行
政
庁
と
の
「
風
通
し
」
を
よ
く
し
、
そ
れ
ら
行

政
庁
の
実
地
状
況
を
知
り
、
院
を
し
て
孤
立
と
動
脈
硬
化
か
ら
免
か
れ
し
め
る
部
分
と
し
て
、
む
し
ろ
国
務
院
の
プ
レ
ス
テ
ィ
ジ
と
等
質

性
を
補
強
l
l
l
損
う
の
で
な
く
ー
ー
し
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
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説

国
務
院
構
成
員
の
自
由
な
院
外
勤
務
の
特
権
的
慣
行
に
つ
い
て

モヤ.b.
d岡

.
ホ
ス
ト

国
務
院
の
構
成
員
が
院
外
の
役
職
に
就
き
活
動
す
る
自
由
は
、
第
一
帝
制
以
来
前
世
紀
を
通
じ
て
「
定
着
し
た
慣
行
」
と
な
り
、
制
度

化
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
国
務
院
と
諸
行
政
実
務
と
の
「
交
流
」
方
法
(
前
記
国
務
院
部
外
採
用
構
成
員
も
同
趣
旨
を
も
っ
)
で
あ
る
と
と
も

に
、
諸
行
政
庁
に
対
す
る
国
務
院
の
優
位
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
に
資
し
、

ま
た
そ
の
構
成
員
の
顕
著
な
特
権
と
な
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ

ぃ
。
以
下
、

そ
の
歴
史
的
進
化
の
背
景
〈
例
)
と
現
状
(
刷
〉
に
分
け
て
検
討
し
て
お
く
。

背
長
|
|
特
典
の
法
制
化

一
八
七
九
年
〈
七
月
二
二
日
〉
法
(
一
二
条
)
が
、
第
一
帝
制
以
来
慣
行
と
な
っ
て
い
た
国
務
院
構
成
員
が
院
外
の
役
職
に
就
き
う
る
こ
と
を

「
出
向
」
宏

g
n
z
g巾
主
と
し
て
法
定
し
た
(
一
八
五
三
年
公
務
員
年
金
訟
の
取
扱
い
よ
り
有
利
な
例
外
的
特
権
を
認
め
た
こ
と
に
な
ろ
う
)
0

以
後
一

(め
九
一
三
年
法
(
公
務
員
一
般
の
出
向
方
法
を
法
的
に
規
定
し
た
。
こ
の
法
律
以
降
、
財
政
監
察
院
の
院
外
勤
務
が
出
向
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
)
ま
で
は
、

実
際
上
国
務
院
構
成
員
の
み
が
こ
の
特
典
を
享
受
し
た
と
い
わ
れ
る
。
其
後
約
一

O
年
、
そ
の
出
向
方
法
を
よ
り
拡
大
緩
和
し
よ
う
と
い

う
試
み
は
代
議
院
に
お
け
る
反
対
が
強
く
失
敗
し
た
。

一
九
二
三
年
三
一
月
一
日
)
法
に
よ
り
、
国
務
院
構
成
員
が
院
外
公
職
に
就
く
場
合
、
五
年
を
超
え
ぬ
期
間
内
に
お
い
て
は
「
正
規
職
員

ダ
シ
・

ν
1
F
・

フ

ォ

ン

p
y
オ

ン

ア

・

ν
1
Y
・
ヲ
ン

外
」

r
o
a
n
E
S
と
し
て
扱
い
、
院
外
公
職
が
終
了
す
れ
ば
「
彼
ら
の
(
国
務
院
の
〕
職
務
お
よ
び
彼
ら
の
等
級
」
に
復
帰
す
る
優
先
権
を

こ
と
に
な
っ
た
(
其
問
、
井
進
や
退
職
金
に
対
す
る
権
利
は
喪
失
す
る
こ
と
に
な
り
、
出
向
よ
り
は
不
利
な
条
件
で

も
つ
(
最
初
の
空
席
に
充
当
さ
れ
る
)

は
あ
る
が
、
や
は
り
他
行
政
庁
に
比
べ
特
典
。
財
政
位
察
院
も
同
法
に
よ
り
同
じ
権
利
を
も
つ
こ
と
と
な
る
)
O

な
お
、
「
休
職
」

B
r巾
巾
ロ
岳
唱
。
巳
Z
Z広

制
を
利
用
し
て
私
的
機
関
の
職
に
従
事
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
九
O
九
年
布
告
に
よ
り
財
政
監
察
院
が
、

が
、
既
に
こ
の
特
典
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
両
院
が
、
財
政
的
・
経
済
的
職
務
を
も
つ
こ
と
に
よ
る
)
、

一九二一
O
年
法
に
よ
り
会
計
検
査
院

一
九
四

O
年
(
一
二
月
一
八
日
。
ヴ
ィ
シ
l
政
府
)
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付

法
が
、
国
務
院
に
も
そ
の
特
典
を
認
め
る
に
至
る
。

一
九
四

O
年
法
お
よ
び
一
九
四
五
年
(
七
月
三
一
日
)
オ
ル
ド
ナ
ン
ス

プ
ン
・
ア
ク
チ
ザ
イ
テ

は
、
国
務
院
構
成
員
の
休
職
以
外
を
広
く
「
現
職
」
と
み
な
し
、
「
正
規
職
員
外
」
の
場
合
も
後
者
に
入
り
(
院
外
就
職
の
「
主
規
職
員
外
」
期

カ
ー
ド
ル

間
終
了
後
に
は
、
国
務
院
構
成
員
は
「
彼
ら
が
正
規
職
員
と
し
て
伺
っ
た
と
し
た
ら
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
等
級
の
名
簿
上
に
復
帰
し
再
置
」
さ
る
べ

き
で
あ
る
、
と
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
四
、
五
条
が
明
記
て
ま
た
「
正
規
職
員
外
」
就
職
ポ
ス
ト
の
範
囲
が
増
大
し
、
そ
の
特
典
は
広
汎
な

コ

ロ

エ

ゼ

〈

2
)

も
の
と
な
り
、
未
だ
嘗
て
な
い
程
「
国
家
活
動
の
多
く
の
部
門
の
植
民
地
化
」
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

(
両
訟
令
の
内
容
は
一
九
三
八
年
の
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
に
よ
り
準
備
さ
れ
た
)

フランスにおけるグラン・コールとしての国務院の一考察
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L
U
 
(
 
現
状

1
i
「
伝
統
」
に
基
づ
く
特
典
の
持
続
的
慣
行

第
二
次
大
戦
後
次
第
に
、
右
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
態
度
を
改
め
、
国
務
院
等
の
特
権
的
差
別
扱
い
を
む
し
ろ
是
正
・
消
滅
さ

せ
、
公
務
員
の
一
般
的
地
位
の
平
準
化
を
進
め
る
法
制
が
進
ん
だ
と
い
え
る
。

ま
ず
、
従
来
グ
一
フ
ン
・
コ
ー
ル
の
構
成
員
の
み
に
認
め
ら
れ
て
い
た
諸
特
典
は
、
公
務
員
法
の
全
面
的
改
正
こ
九
四
六
、

に
よ
り
、
高
級
公
務
員
全
般
が
享
受
し
う
る
こ
と
が
、
法
制
上
規
定
さ
れ
た
ο

(
3
)
 

一
九
五
五
年
)

ま
た
、

一
九
六
二
年
以
降
は
、
国
務
院
構
成
員
の
院
外
職
務
に
従
事
す
る
際
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
全
般
の
そ
れ
と
基
本
的
に

同
線
の
規
制
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

国
務
院
の
「
正
規
職
員
外
」
扱
い
の
院
外
職
従
事
は
廃
止
さ
れ
、
他
の
公
務
員
と
同
様
、
国
務
院
の
構
成
員
も
「
委
託
」
門
主
投
2
Z
P
扱

デタシユマン・ド・ロングニアユ
ν

い
と
な
る
こ
九
六
二
年
三
月
九
日
デ
グ
レ
。
期
限
け
二
年
以
内
。
一
九
六
三
年
以
降
四
年
に
延
び
た
)
0

五
年
を
超
え
ぬ
期
間
内
で
の
「
長
期
出
向
」

(
更
新
に
よ
り
最
大
限
二
O
年
に
延
長
し
う
る
)
は
、
国
務
院
だ
け
で
な
く
、
他
官
庁
の
高
級
公
務
員
も
行
な
い
う
る
(
一
九
五
九
年
二
月
一
四
日

デ
グ
レ
)
。
「
休
職
」
(
三
年
以
内
、
私
的
機
関
の
職
務
に
従
事
〉
の
場
合
、
国
務
院
構
成
員
は
そ
の
問
弁
進
や
退
職
に
か
ん
す
る
特
権
を
失
う
。

国
務
院
構
成
員
が
、
国
会
議
員
に
立
候
補
し
選
出
さ
れ
(
落
選
?
)
議
員
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
自
由
の
尊
重
と
規
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説

制
の
仕
方
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
第
四
共
和
制
当
初
以
来
、
彼
ら
は
国
会
出
馬
の
経
験
後
自
由
に
国
務
院
に
復
帰
し
う
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
(
第
三
共
和
制
下
で
は
‘
国
会
議
員
と
し
て
選
出
さ
れ
た
後
国
務
院
会
辞
職
。
た
だ
し
、

一
九
二
三
年
以
降
は
、
若
干
の
者
は
「
正
規
職
員
外
」

ご?メ為
，;岡

扱
い
と
し
て
設
は
と
な
っ
た
。
一
九
五
一
年
二
月
二
六
日
デ
ク
レ
は
、
選
挙
さ
れ
た
公
職
が
国
務
院
の
職
務
と
両
立
し
え
な
い
義
務
を
含
む
場
合
は
、
「
正
規
験

日
外
」
扱
い
と
し
、
外
進
の
権
利
は
失
う
が
、
国
務
院
に
復
帰
の
権
利
は
認
め
ら
れ
て
い
た
)

Q

府
に
対
す
る
反
対
党
の
代
議
員
〉
に
つ
き
問
題
に
な
っ
た

一
九
六
二
年
一
一
月
の
総
選
挙
で
落
選
し
た
四
名
(
政

(
政
府
を
批
判
し
非
難
し
た
者
が
、
新
た
に
政
府
の
顧
問
官
に
な
る
こ
と
は
、
実
際
上
両
立
し
え

な
い
こ
と
だ
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
)
が
、
若
干
の
鴎
踏
の
後
復
帰
を
認
め
た
。
改
革
委
員
会
で
検
討
の
後
、
そ
の
答
申
に
基
づ
き
、

一
一
一
年
(
七
汀
一
二

O
日
〉
デ
ク
勺
町
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
、
復
帰
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
が
相
当
厳
し
い
条
件
を
加
え
ぱ
(
な
お
、
聴
川

π、
一
九
六

請
求
得
古
川
行
は
、
少
な
く
も
四
年
は
国
務
院
の
職
務
に
従
事
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
委
託
に
よ
る
院
外
職
従
事
者
は
同
位
階
者
の
五
分
の
一
を
超
え
え
ぬ
)
O

こ
れ
を
要
す
る
に
、
以
上
み
た
と
お
り
、
法
制
上
は
、
国
務
院
が
従
来
享
受
し
て
い
た
諸
特
権
は
次
第
に
消
滅
し
、
他
行
政
官
庁
の
公

ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
旦
ヲ

r
り

ル

・

務
員
と
同
じ
法
上
の
諸
権
利
・
義
務
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
務
院
構
成
員
が
実
際
上
は
他
官
庁
等
の
1

1

一
般
上

γ
ヴ

f
ル

級
公
務
員
に
比
べ
で
は
る
か
に
多
く

l
l院
外
諸
職
務
に
従
事
し
て
い
る
事
実
は
、
半
世
紀
以
上
の
「
伝
統
」
に
も
と
づ
き
、
従
来
と
変

ら
ぬ
「
的
行
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

第
五
共
和
制
下
(
一
九
五
九

l
一
九
六
六
年
)
に
お
い
て
は
、
国
務
院
構
成
員
の
出
向
等
院
外
勤
務
者
の
数
が
第
四
共
和
制
時
代
後
半

(
一
九
五

O
l
一
九
五
八
年
)
に
比
べ
て
、
増
大
し
、
ほ
ぼ
三
分
の
一
が
院
外
職
に
専
従
し
て
い
る
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
国
務
院
内
外
職

務
の
兼
任
者
を
合
せ
れ
ば
そ
の
数
は
い
っ
そ
う
増
加
す
る
わ
け
で
、
国
務
院
構
成
員
の
院
外
に
お
け
る
影
響
力
の
増
大
は
否
み
え
ぬ
傾
向

で
あ
ろ
う
ο

次
項
で
そ
の
実
態
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〆ヘ r、
2 1 
、ノ¥ノ

州
内

2
L
2・
0
℃
・
《
川
一
昨
・
・
℃
・
一
白
吋

l
S∞・

何ハ
2
∞
-
2・
9
司・

2
丹
・
古
田
一
吋
0
・
ロ
司
常

(
H
h
b

唱

力

-

コ

・
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付

(
3
)
穴
2m-巾
F

G

U

2同
J

司
一
三
・

2
0
g
p
h
世』・
l
H
Y
Z
3
H
ユP
H
hゅ
の
O
E
Z
]
仏
、
何
件
与
え
]
印
〈
ぽ
℃
巳
豆
一
』
ロ
mw

命門戸司
g
=口内《

-scr
一回目∞・司
-CaHり
J

呂
田
∞
・
℃
・
一
∞

I
R
が
第
五
共
和
制
下
の
法
規
制
の
状
況
を
院
外
勤
務
に
専
念
す
る
場
合
と
院
内
外
勤
務
を
同
時
に
行
な
う
場
合
に
分
け
て
、
筒
潔
に

愁
埋
し
て
い
る
。

(

4

)

議
員
の
任
期
終
了
後
、
一
定
期
間
、
「
大
臣
の
も
と
で
調
査
、
査
察
お
よ
び
統
制
の
職
交
を
委
託
」
さ
れ
、
其
期
間
後
は
じ
め
て
国
務
院
の
職
務
に
復

対
し
う
る
。
九
年
以
上
国
会
議
員
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
法
上
当
然
に
そ
の
よ
う
な
職
責
に
つ
か
せ
ら
れ
、
期
限
の
限
定
も
な
い
。
国
務
院
の
職
務
遂

行
に
お
け
る
「
政
治
化
」
を
防
ご
う
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
}
内
2
ω
-
2
J
司
・
コ
ω
-
n『

-
Z品
己
口
J
司・

2
1コ・

(

5

)

一
般
の
行
政
官
庁
の
上
級
公
務
員
と
国
務
院
構
成
員
と
は
、
法
形
式
上
の
取
扱
い
は
同
じ
で
あ
る
が
、
実
際
上
重
要
な
相
違
が
あ
る
。
後
者
に
は
芥

ク
ヲ
f
ド

進
に
つ
き
簡
単
な
位
階
の
相
違
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
国
務
院
の
作
業
の
組
織
は
ゆ
る
や
か
で
あ
る
の
で
ぬ
け
て
も
迷
感
脅
か
け
ず
、
ま
た
出
向
後
一
復
帰

ア
ず
ア
ン
ヌ
マ
ン

-
F
ン
プ
ロ
ワ

し
て
同
じ
よ
う
に
や
り
甲
斐
あ
る
仕
事
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
各
省
上
級
公
務
員
の
場
合
、
出
張
は
役
職
弁
任
に
か
か
わ
り
重
大
で
あ
り
、
各
省

の
仕
事
は
厳
格
に
組
織
さ
れ
て
い
る
の
匂
当
該
上
級
公
務
員
が
ぬ
け
る
と
職
務
の
運
行
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
り
、
出
向
後
復
帰
し
て
従
来
と
同
様

の
役
職
が
与
え
ら
れ
る
か
に
も
不
安
が
あ
る
。
そ
れ
ら
実
際
的
主
一
異
が
、
伝
統
や
プ
レ
ス
テ
ィ
ジ
や
国
務
院
構
成
員
の
優
秀
さ
と
泊
ま
っ
て
、
従
来
と

そ

1
ル
又

変
ら
ぬ
恨
強
い
「
風
習
」
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
。
同
2
ω
-
2・
8
・
nFf
℃
・
一
足
-

(
B
U
長
期
山
向
数
が
増
加
、
一
九
五
九
年
二
七
名
、
一
九
六

O
年
三
一
名
、
一
九
六
一
年
三
五
名
、
一
九
六
二
年
四
二
名
、
一
九
六
三
年
四
四
名
、
一
九

六
四

l
六
五
年
四
八
名
、
一
九
六
六
年
五

O
名
。
さ
ら
に
国
会
議
員
、
一
九
五
九
l
六
三
年
に
七
名
、
一
九
六
四
年
以
降
は
八
名
と
な
る
。
委
託
者
数

は
一
九
五
九
年
七
名
、
六

O
年
三
名
、
六
一
年
二
名
、
六
六
年
一
名
、
と
減
少
。

zo句
F
D匂
・
と
J

H

Y

M

印・

5
z
s・
一
九
五
九
l
l
六
六
年
の
聞

の
職
種
別
で
は
、
国
会
議
員
一
一
一
一
名
、
大
臣
職
四
名
、
行
政
の
部
局
長
な
い
し
顧
問
五

O
名
、
公
企
業
の
管
理
職
一
一
名
、
在
外
国
高
級
顧
問
一
一
一
名
、

出
際
機
関
へ
の
出
向
一
四
名
。
な
い
月
、
そ
の
う
ち
、
七
八
%
が
請
求
審
査
官
、
一
八
%
が
審
議
官
、
四
%
が
聴
問
官
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
と
い
う
o

z品『
5
・
F
-
L
-
甘・

M
m
a
ロC
件。(邑

一
九
七

O
年
の
国
務
院
の
出
向
数
は
宵
・

2
・
E
F
E
E
-
。
甘
・
口
伊
丹
よ
甘

-
M
3
の
表
に
よ
る
〉
、
構
成
員
総
数
二
二
九
名
(
審
議
官
八
て
請
求
審

査
官
一
一
一
二
、
聴
問
官
三
五
)
の
う
ち
六

O
名
(
審
二
二
、
議
四

O
、
聴
七
。
な
お
休
職
七
名
J

で
.
国
務
院
内
で
勤
務
す
る
者
一
六
二
名
と
な
っ
て

い
る
。
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説

四

「
指
導
職
員
団
」
と
し
て
の
国
務
院
の
影
響
力
に
つ
い
て

ラノk
ullll 

フ
ォ
ン
ク
シ
オ
ン

(
1〉

「
指
導
職
員
団
」

n
R宮
骨

E
3
2
5ロ
と
は
、
ラ
リ
ュ
ミ
エ

l
ル
教
援
が
、
財
政
監
察
院
構
成
員
の
機
能
と
し
て
挙
げ
た
(
「
統
制
的

職
員
団
」

g
宮
舟

8
=
S
F
と
並
べ
て
)
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
表
現
」
を
ネ
グ
ラ
ン
氏
が
国
務
院
の
機
能
の
説
明
の
た
め
「
借
用
」
し
て

ケ
ス
ラ

l
氏
の
国
務
院
を
「
指
導
的
階
級
」
己
自
由
巾
門
出
円
高

2
5巾
な
い
し
「
高
級
官
僚
達
の
な
か
で
の
『
指
導
的
部
分
』

い
る
。
ま
た
、

門
出
仲
立
。
ユ
司
会
ユ
m円

g
E巾
」
に
あ
た
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
検
討
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
問
題
意
識
は
、
国
務
院
の
構
成
員
が

(
グ
ラ
ン
・
コ
l

ル
と
し
て
の
財
政
監
察
院
構
成
員
と
同
様
に
〉
、
上
述
の
と
お
り
院
外
諸
行
政
機
関
の
最
高
級
の
指
導
的
役
職
に
就
き
活
躍
し
て

円

2
v

い
る
|

|

i

「
大
官
吏
の
貯
蔵
所
」

B
R
2
0可
母

m
E
E∞
S
S
E
-聞
と
呼
ば
れ
て
い
る
1

1
こ
と
の
実
態
な
い
し
機
能
と
そ
の
範
囲
を
分

析
し
、
そ
の
実
際
的
役
割
と
特
徴
を
判
定
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

フ
ラ
ン
ス
全
官
僚
制
あ
る
い
は
政
治
・
社
会
に
お
け
る
右
役
割
の
社
会
科
学
的
測
定
は
、
至
難
の
こ
と
で
あ
り
、
充
分
成
功
し
た
総
合

的
業
績
に
未
だ
接
し
え
な
い
筆
者
と
し
て
は
、
本
項
(
四
〉
に
お
い
て
国
務
院
構
成
員
の
院
外
活
動
の
分
布
状
況
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、

次
頃
(
五
)
に
お
い
て
国
務
院
本
来
の
諮
問
・
裁
判
機
関
と
し
て
の
影
響
力
に
つ
い
て
瞥
見
し
、
そ
の
結
果
を
総
合
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
官
僚

制
に
お
け
る
国
務
院
の
役
割
の
独
自
の
特
徴
を
探
り
あ
て
る
ほ
か
は
な
い
と
思
う
。

(叫

国
務
院
構
成
員
の
院
外
職
務
活
動
状
況
の
概
観

国
務
院
構
成
員
の
院
外
活
動
の
分
布
状
況
は
、
職
務
領
域

l
l①
政
治
制
度
、
②
執
行
権
、
③
国
際
関
係
、
④
公
企
業
お
よ
び
私
的
部

加門」、

日⑤
2諮
ー「 仁三

間干丁
接政

Zl 
1=: 7J1j 
とに

し、誠
氏重
別惟
に限
ょの
ス i生
芽曹

T 2 
ふf イコ

Z71 
R4認
;z.定

示警
職を
務も
β宅玉 、-~ 

E職
別警
のど
赦干丁

重惇
22 
採る
しコ
よ区

立色
検響
討~

k t 
び

全
体誕
の定
艮の

撒準
図備
をへ
えの
よ参

う
と
思
う
。
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憲
法
・
政
治
制
度
領
域
で
は
、
憲
法
院
(
裁
判
的
機
関
で
あ
る
U

職
員
お
よ
び
国
会
議
員
を
挙
げ
う
る
。

憲
法
院
に
つ
い
て
は
、
判
事
(
定
員
九
名
、
任
期
九
年
、
各
三
年
、
三
分
の
一
ず
つ
交
替
〉
中
、
四
名
が
国
務
院
の
構
成
員
(
名

詳
あ
る
い
は
現
役
。
一
九
六
八
年
ま
で
の
統
計
、
以
下
特
記
な
け
れ
ば
同
じ
。
〉
で
あ
り
、
う
ち
一
名
は
、
高
名
な
元
国
務
院
副
院
長
ル
ネ
・
カ
ッ
サ

ン

岡

山

2
品
。
自
由
吉
(
一
九
六
五
年
以
降
)
で
あ
っ
た
Q

ま
た
、
憲
法
院
事
務
総
長
二
名
v

が
国
務
院
か
ら
出
て
い
る
o

憲
法
院
の
運
営
に
あ

た
り
、
当
初
か
ら
国
務
院
の
運
用
の
「
諸
方
法
」
が
影
響
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ω 1 

(→ 

2 

国
会
議
員
と
な
っ
た
国
務
院
構
成
員
は
、
第
四
共
和
制
時
代
に
は
各
立
法
期
に
四
名
ご
九
五
二
年
。

M
R
P
三
名
、
社
会
共
和
派
一
名
)

フランスにおけるグラン・コーノレとしての国務院の一考察

な
い
し
五
名
(
一
九
五
七
年
、

M
R
P
二
名
、
社
会
共
和
派
一
名
、
急
進
社
会
党
二
名
)
だ
っ
た
こ
九
四
七
年
に
は
M
R
P
一
二
名
の
み
」
の
に
対
し
、

ハ
6
〕

第
五
共
和
制
下
で
は
増
加
し
て
い
る
。
総
計
延
一
四
名
(
元
老
院
二
名
、
一
名
は
無
所
属
、
一
名
は
人
民
共
和
派
。
国
民
議
会
一
二
名
。
三
名
再
選
〉

一
九
五
八
年
六
名
戸
社
会
行
動
農
民
独
立
派
三
名
、
新
共
和
国
連
合
一
名
.
社
会
主
義
グ
ル
ー
プ
一
名
、
無
所
属
一
名
)
、

(
6
)
 

一
九
六
二
年
に
は
七
名
(
新
共
和
国
連
合
三
名
、
民
主
連
合
二
名
、
労
働
民
主
向
限
一
名
、
社
会
主
義
グ
ル
ー
プ
一
名
)
で
あ
っ
た
。

で
あ
る
が
、
国
民
議
会
に
、

一
部
論
者
に

は
、
国
務
院
官
僚
と
政
界
と
の
「
結
託
」
の
一
証
左
と
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
理
由
に
乏
し
い
と
思
わ
れ
る
。
数
的
に
甚
だ
微
少
で
あ

り
、
党
派
的
所
属
が
分
散
し
て
お
り
、
国
務
院
と
代
議
士
と
の
間
に
掘
下
げ
た
対
話
の
ル

l
ト
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

② 

執
行
権
内
部
で
の
職
務
が
、
最
も
重
要
な
活
動
領
域
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
基
層
政
治
|
超
行
政
」
吉
町

s
d
o
-
-
H
Z
5
2
2胃
守
主

E
E
2
5三
の
次
元
に
お
い
て
、
政

治
的
・
行
政
的
要
素
が
密
接
に
結
合
し
た
部
分
に
、
国
務
院
構
成
員
の
院
外
指
導
職
員
団
と
し
て
の
最
も
重
要
な
活
躍
領
域
が
あ
る
と
い

執
行
権
内
部
に
あ
っ
て
、

北法28(2・17)267

っ
て
よ
い
。
し
か
も
そ
の
活
動
場
所
は
、
外
交
な
い
し
海
外
職
務
を
別
と
す
れ
ば
、
殆
ん
ど
全
部
パ
リ
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

3 

大
臣
職
に
つ
い
て
、
統
領
制
お
よ
び
帝
制
時
代
に
は
殆
ん
ど
全
大
臣
が
国
務
院
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
時
期
以
来
、
多
く
の
大
臣
が
国

務
院
出
身
で
あ
っ
た
。
第
三
、
第
四
共
和
制
下
に
は
、
二
名
の
総
理
令
官
口
回
一
E
P
F忌
宮
昌
三
そ
の
他
多
数
の
大
臣
が
そ
う
で
あ
っ
た
。



説

一
九
五
八
年
六
月
の
ド
ゴ
ー
ル
政
府
に
は
、
二
名
〈
厚
生
相
。
r
g
c
?
司
法
相

F
z
b、

第
五
共
和
制
下
で
は
、
政
府
に
よ
っ
て
異
な
る
。

一
九
五
九
年
一
月
組
閣
の
ド
プ
レ
政
府
で
首
相
を
含
め
最
も
多
く
四
名

(
2
2
0同
厚
生
つ
い
で
可
法
相
、
。

E
同
g
a
内
相
、
回
B
m
z。
サ
ハ
ラ
庁

号ム
t澗j

長
官
)
、
ま
た
第
三
次
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
内
閣
に
ド
ブ
レ
が
蔵
相
と
な
る
。
な
お
、
第
五
共
和
制
憲
法
に
よ
る
大
臣
職
と
国
会
議
員
の
兼
職
禁
止

規
定
(
二
三
条
)
が
、
国
務
院
構
成
員
の
大
臣
任
命
を
容
易
な
ら
し
め
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
国
務
院
以
外
の
職
員
団
(
ク
l
ヴ
・
ド
・
ミ

ユ
ル
ヴ
ィ
ル
首
相
(
一
九
六
八
l
六
九
年
)
、
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
蔵
相
は
財
政
監
察
院
〉
出
身
の
高
級
官
僚
お
よ
び
大
学
教
援
が
各
内
閣
で
占
め

る
比
率
が
大
き
い
こ
と
(
ド
プ
レ
内
閣
二
O
名
、
ポ
ン
ピ
ド
ヮ
内
閣
一
三
、
一
二
、

一五

一
六
名
、
ク
l
ヴ
・
ド
・
ミ
ュ
ル
ヴ
ィ
ル
-
八
名
の
大
医
)
と

と
も
に
、
彼
ら
大
臣
は
国
会
議
員
に
出
馬
し
て
選
挙
さ
れ
、
大
臣
就
任
と
と
も
に
議
席
を
補
充
議
員
(
議
員
数
確
保
の
役
割
が
強
い
)
に
譲
つ

て
白
か
ら
は
大
臣
と
な
る
例
|
|
実
質
的
に
は
多
分
に
兼
職
と
変
ら
ぬ
こ
と
に
な
る

i
ー
が
多
い

ハ
8
v

関
、
六
四
、
六
六
、
七
二
、
八
三
%
。
ク
l
ヴ
・
ド
・
ミ
ュ
ル
ヴ
ィ
ル
内
閣
で
は
、
九
七
%
)
。

大
臣
官
房

B
E
E
S
S
E
E
h円
五
回
に
お
け
る
国
務
院
構
成
員
の
活
動
は
、
第
三
共
和
制
以
来
甚
大
な
も
の
が
あ
る
。
第
四
共
和

(
ド
ブ
レ
内
閣
、
六
O
W
A
。
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
内

4 
制
下
に
お
い
て
は
、
各
内
閣
を
通
じ
平
均
一
二
名
(
最
高
レ
コ
ー
ド
は
、
マ
ン
デ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
内
閣
の
も
と
二
O
名
)
の
国
務
院
構
成
員
が
、
大

臣
官
房
の
ポ
ス
ト
を
占
め
て
い
た
。
第
五
共
和
制
下
で
は
、
さ
ら
に
増
大
し
一
八
名
平
均
に
達
し
て
い
る
。
ま
た
両
共
和
制
下
に
三
、
四

デ
イ
レ
ク
ト
ウ

l
w

〈
凶
)
の

a

シ
ヤ
ル
ジ
ヱ
・
ド
・
ミ
グ
シ
オ
ン

割
が
局
長
の
ポ
ス
ト
で
あ
り
、
技
術
的
顧
問
な
い
し
嘱
託
と
い
っ
た
場
合
に
も
大
臣
の
直
接
補
佐
官
の
実
質
を
も
つ
こ
と
が
少
な
く
な

ぃ
。
グ
ラ
ン
・
コ

l
ル
相
互
の
関
係
に
お
い
て
、
第
五
共
和
制
下
の
一
九
六
五
、
六
年
頃
ま
で
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
国
務
院
が
戸
財
政
監
察

院
に
対
し
て
も
)
優
勢
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
七

O
年
の
統
計
表
に
よ
れ
ば
、
知
事
職
員
団
(
内
務
省
)
が
急
増
し
、
財
政
監
察
院
が
こ

〔
同
)
の

b

れ
に
次
ぎ
、
国
務
院
が
第
三
位
に
お
ち
て
い
る
。
最
近
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。
な
お
、
各
省
大
臣
官
房
は
国
務

院
構
成
員
を
通
常
一
人
し
か
配
属
で
き
な
い
の
で
、
彼
ら
は
多
数
の
大
臣
官
房
に
分
散
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
国
務
院
構
成
員
が
そ
の

ポ
ス
ト
を
獲
る
「
取
っ
て
お
き
の
狩
猟
場
口
吉
田
印
2
m同
丘
小
冊
印
」
と
い
わ
れ
る
部
局
、
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
こ
う
(
一
九
四
五
4

一
九
六
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六
年
の
聞
に
、
総
理
な
い
し
首
相
の
政
府
事
務
総
長
三
名
、
政
府
事
務
総
局
局
長
四
名
、
大
統
領
府
事
務
総
局
長
二
名
、
行
政
お
よ
び
公
務
員
総
局
長
四
名
、
社

会
・
相
互
保
険
局
長
一
名
、
社
会
保
障
局
長
二
名
)
0

グ
ラ
ン
・
コ
ー
ル
相
互
間
の
重
要
局
長
ポ
ス
ト
獲
得
戦
は
「
仮
借
な
き
」
(
ラ
リ
ュ
ミ
エ
!
ル
〉

も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

大
統
領
事
務
総
局
は
、
第
五
共
和
制
下
に
お
い
て
と
く
に
一
九
六
二
年
憲
法
改
正
以
降
政
治
的
中
心
機
関
と
な
っ
た
大
統
領
を
補

佐
す
る
「
ブ
レ
イ
ン
-
ト
ラ
ス
ト
〕
と
性
格
づ
け
ら
れ
(
「
超
執
行
権
」
(
フ
ォ
l
ヴ
ヱ
)
な
い
し
「
超
政
府
」
は
誇
張
あ
り
と
さ
れ
)
る
に
至
っ
て
い

5 

付

る
が
、
そ
の
事
務
総
局
と
官
房
に
は
、
間
務
院
構
成
員
が
相
当
数
任
命
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
六
年
ま
で
に
、
官
房
局
長
一
名
(
ド
ゴ
l
ル

の
も
と
五
年
間
、
国
務
院
名
誉
請
求
審
査
官
ポ
ン
ピ
ト
ヮ
が
勤
め
た
)
、
事
務
総
局
の
技
術
顧
問
四
名
、
共
同
体
事
務
局
長
一
名
(
一
九
五
九
年
二
月

フランスにおけるグラン・コールとしての国務院の一考察

l
一
九
六
O
年

一

一

一

月

)

一

九

六

八

年

(

八

月

)

ド

ゴ

1
ル
任
命
の
人
事
に
よ
れ
ば
、
事
務
総
局

長
回
・
叶
江
口

h
vは
国
務
院
審
議
官
、
技
術
顧
問
に
二
名
の
請
求
審
査
官
が
い
た
が
、
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
大
統
領
と
な
っ
て
か
ら
は
こ
九
七
O
年

七
月
)
、
事
務
次
長
(
事
務
総
長
は
会
計
検
査
院
審
査
官
ジ
ョ
ベ
i
ル
V

と
技
術
顧
問
に
請
求
審
査
官
各
一
名
が
這
入
っ
て
い
る
。
法
令
お
よ
び
政

お
よ
び
技
術
顧
問
一
名
が
数
え
ら
れ
て
い
る
。

治
の
顧
問
と
し
て
優
れ
た
人
材
が
集
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

首
相
事
務
総
局
は
、
諸
省
を
超
え
た
性
格
を
も
つ
の
で
国
務
院
構
成
員
の
資
質
に
最
も
適
し
た
職
場
と
さ
れ
、
第
四
共
和
制
の
最

後
の
一

0
年
間
は
政
府
事
務
局
長
の
ポ
ス
ト
は
、
一
人
の
国
務
院
請
求
審
査
官
、
が
占
め
、
第
五
共
和
制
下
も
同
様
二
人
が
占
め
た
。
総
局

セ
ル
グ
イ
ス
・
レ
ジ
ス
ラ
ヂ
フ
ハ
同
)

中
の
総
長
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
さ
れ
る
重
要
ポ
ス
ト
、
立
法
部
の
部
長
も
国
務
院
か
ら
出
て
い
る
。
ま
た
、
行
政
・
公
務
員
総
局
の
局
長
も
、

6 
第
四
、
第
五
共
和
制
(
二
人
ず
つ
)
を
通
じ
四
名
の
国
務
院
構
成
員
、
が
勤
め
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、

い
わ
ゆ
る
国
務
院
の
「
取
っ
て
お
き
の
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狩
猟
場
」
の
最
た
る
ポ
ス
ト
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
行
政
・
公
務
員
総
局
は
種
々
の
公
務
員
教
育
施
設
を
管
轄
し
て
お
り
、
と
り
わ
け

E
-

N
・
A
の
管
理
運
営
・
教
育
の
え
慨
に
国
務
院
構
成
員
が
多
大
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
首
相
事
務
総
局
の
そ
の
他
の
部
局
に
つ
い

て
も
国
務
院
構
成
員
が
指
導
的
職
務
に
就
い
て
い
る
(
ト
ウ
リ
ス
ム
や
情
報
の
法
的
・
技
術
的
部
局
等
)
ほ
か
、
事
務
局
長
・
法
律
顧
問
・
報
告



説

グ
オ
カ
シ
オ
ン
・
プ
ン
テ
ル
ミ
=
ス
テ
り
エ
ル

委
員
等
、
国
務
院
の
省
際
的
職
分
か
ら
い
っ
て
、
首
相
事
務
総
局
の
多
く
の
職
域
で
戸
市
包
際
調
整
お
よ
び
他
省
の
中
心
的
制
度
と
し
て
)
働
ら
く

コA

6而

国
務
院
構
成
員
が
多
い
。

中
央
行
政
諸
官
庁
の
諸
部
局
に
多
く
の
国
務
院
構
成
員
が
出
向
し
、
局
長
あ
る
い
は
事
務
総
長
レ
ベ
ル
の
高
い
ポ
ス
ト
に
就
い
て

νエ
フ
・
ド
・
セ
ル
グ
イ
ス

一
一
一
名
が
事
務
総
長
な
い
し
局
長
で
あ
る
〈
聴
問
官
一
名
は
局
次
長
、
一
名
の
み
課
長
v
o

第
五
共

7 
い
る
。

一
四
名
の
う
ち
(
一
九
六
六
年
現
在
)

和
制
下
に
、
国
防
省
行
政
総
局
お
よ
び
文
部
省
総
局
が
創
設
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
両
事
務
総
長
は
国
務
院
請
求
審
査
官
が
な
っ
た
。
民

間
航
空
局
事
務
総
長
も
然
り
。
第
四
共
和
制
時
代
か
ら
、
主
と
し
て
司
法
省
、
労
働
省
、
公
衆
衛
生
・
人
口
省
の
一
定
の
局
長
の
ポ
ス
ト

を
国
務
院
出
向
で
占
め
て
い
た
が
、
第
五
共
和
制
と
な
り
引
続
き
局
長
と
し
て
留
っ
た
り
、
新
局
長
と
な
っ
た
(
労
働
お
よ
び
労
働
力
総
局
〉

も
の
も
あ
り
、
労
働
、
社
会
保
障
、
公
衆
衛
生
・
人
口
省
が
併
合
さ
れ
(
一
九
六
六
年
)
た
後
、
新
社
会
事
業
省
の
七
局
の
う
ち
二
局
長
を

国
務
院
構
成
員
が
占
め
、
司
法
省
の
民
事
・
尚
璽
局
長
と
司
法
役
務
局
長
、
文
化
省
の
建
築
局
長
、
農
林
省
の
農
業
地
域
改
良
総
局
長
、

も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
産
業
省
と
大
蔵
省
は
本
来
他
の
グ
ラ
ン
・
コ
ー
ル
の
「
取
っ
て
お
き
の
狩
猟
場
」
で
あ
る
が
、
前
者
の
鉱
山
局

長
、
後
者
の
圏
内
商
業
庁
商
事
局
長
に
進
出
し
た
。
中
央
行
政
庁
内
へ
進
出
し
た
よ
り
若
い
国
務
院
構
成
員
は
、
必
ら
ず
し
も
出
向
手
続

γ
ヤ
F
ジ
エ
・
ド
・
ミ
ツ
シ
オ
ン

を
要
せ
ず
、
局
長
、
総
長
(
多
く
の
場
合
、
国
務
院
出
身
で
な
い
)
側
近
で
嘱
託
と
し
て
法
律
顧
問
と
な
り
働
ら
い
て
お
り
、
諸
委
員
会
で
の

活
動
も
重
要
で
あ
る
。

③ 

国
際
・
対
外
的
領
域
に
つ
い
て
、
以
前
か
ら
国
務
院
構
成
員
は
活
躍
し
て
い
た
が
、
現
共
和
制
下
で
も
同
様
、
国
際
的
組
織
な
い

し
外
国
へ
の
代
表
な
い
し
出
向
が
多
い
。

ル
ネ
・
カ
ッ
サ
ン
国
務
院
副
院
長

が
、
国
際
連
合
の
人
権
委
員
会
議
長
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
副
所
長
と
し
て
勤
め
た
こ
と
が
、
特
記
さ
れ
る
。
後
継
副
院
長

8 

国
際
的
機
関
に
つ
い
て
は
、
第
四
共
和
制
か
ら
現
共
和
制
(
一
九
四
四
l
一
九
六
O
年
)
に
か
け
、

パ
ロ
デ
ィ
〉
・
可
釦
円
。
岳
(
一
九
六

O
l
一
九
七
一
年
)
も
、
第
四
共
和
制
下
に
お
い
て
は
、
国
連
安
保
理
事
会
お
よ
び
北
大
西
洋
条
約
機
構
理

北法28(2・20mo



事
会
へ
の
常
任
代
表
(
二
人
の
う
ち
一
人
〉
を
勤
め
た
。
ま
た
国
際
労
働
機
関
事
務
局
理
事
会
フ
ラ
ン
ス
政
府
常
任
代
表
(
二
人
の
う
ち
一
人
)

お
よ
び
へ

l
グ
国
際
仲
裁
裁
判
所
の
判
事
に
も
国
務
院
構
成
員
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
国
際
的
に
活
躍
し
て
い
る
(
一
九
六
八
年
現
在
〉

四
名
の
う
ち
、

四
名
が
普
遍
的
国
際
機
構
〈
請
求
審
査
官
一
名
が
信
託
統
治
理
事
会
の
フ
ラ
ン
ス
代
表
。
聴
問
官
一
名
が
国
際
労
働
機
関
事
務
総
長
官
房

付
)
、
他
は
地
域
的
国
際
組
織
と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
諸
機
構
の
重
要
ポ
ス
ト
で
活
躍
し
て
い
る

(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
発
展
協
力
機
構
内

付

で
、
生
定
性
ヨ

l
ロ
ツ
バ
事
務
所
局
長
に
審
議
官
一
名
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
務
所
に
請
求
審
査
官
一
名
の
ほ
か
、
と
く
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
機

構
に
最
も
多
く
出
て
い
る
二
一
人
の
請
求
審
査
官
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
執
行
部
の
法
律
局
長
お
よ
び
大
臣
会
議
法
律
顧
問
で
あ
り
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済

共
同
体
の
社
会
保
障
局
長
を
請
求
審
査
官
が
勤
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
委
員
会
議
長
を
審
議
官
が
勤
め
、
ま
た
同
委
員
会
の
専
門
委
員
と
し
て
請
求
審

ア
ゲ
オ
カ
・
ジ
ヱ
ネ
ラ
山
川

査
官
が
働
ら
い
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
裁
判
所
の
弁
護
士
総
長
と
し
て
、
審
議
官
一
名
が
一
一
一
年
間
活
躍
、
一
九
六
四
年
以
降
別
な
審
議
官
に
交
替
、
同

職
を
勤
め
る
な

フランスにおけるグラン・コールとしての国務院の一考察

9 

外
国
政
府
部
内
で
の
勤
務
と
し
て
は
、
第
四
共
和
制
時
代
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ヤ
総
督
や
モ
ロ
ッ
コ
保
護
領
の
法
律
顧
問
等
に
派
遣
さ

れ
て
い
た
が
、
第
五
共
和
制
と
な
っ
て
か
ら
旧
植
民
地
は
独
立
し
、
「
発
展
途
上
国
へ
の
技
術
的
援
助
」
の
一
環
と
し
て
、

審
査
官
と
一
名
の
審
議
官
が
外
国
(
主
と
し
て
旧
仏
保
護
な
い
し
共
同
体
加
盟
国
)
政
府
部
内
で
協
力
し
て
い
る
。
大
別
し
て
、
行
政
な
い
し
法

律
・
行
政
研
習
所
の
所
長
〈
二
名
ず
つ
計
四
名
、
カ
ン
ボ
ジ
ャ
、
レ
オ
ボ
ル
ド
グ
ィ
ル
)
、
ま
た
、
最
高
裁
判
所
の
部
長
裁
判
官
(
六
名
、
モ
ロ
ツ
コ
、

セ
ネ
ガ
ペ
コ

1
ト
・
デ
ィ
ヴ
オ
ア
ー
ル
、
ダ
オ
メ
)
な
い
し
行
政
部
部
長
裁
判
官
つ
一
名
、
ラ
パ
、
ァ
ピ
ジ
ャ
ン
て
お
よ
び
技
術
協
力
使
節
(
二
-
名

の
請
求
審
査
官
)
と
し
て
働
ら
い
て
い
る
。

一
一
名
の
請
求

④ 

公
企
業
お
よ
び
私
企
業
部
門

刷
出
口
件
。
丘

z
m
o
と
い
う
独
自
の
通
俗
語
が
あ
り
、
訳
し
難
い
が
、
高
級
官
僚
が
公
・
私
企
業
の
要
職
に
「
転
出
」
す
る
こ
と
を
い
う
。
わ
が

国
の
「
官
僚
の
天
下
り
」
に
類
似
す
る
が
、
そ
れ
程
垂
直
的
・
権
威
的
一
語
感
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
財
政
監
察
時
の
場
合
が
ふ
h
h

重
要
と

北法28<.2・21)271 



説

思
わ
れ
る
が
、
国
務
院
構
成
員
で
公
企
業
(
内
的
転
出
と
い
わ
れ
る
)
あ
る
い
は
私
企
業
(
外
的
)
に
転
出
す
る
者
が
少
な
く
な
い
。

さ♂h
BflU 

フ
ラ
ン
ス
国
営
鉄
道
協
会
管
理
評
議
会
会
長
(
一
九
五
八
年
任
命
、
請
求
審
査
官
)
、

・
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
放
送
(
二
人
の
請
求
審
査
官
、

ロ
レ
i
ヌ
石
炭
企
業
社
長
(
一
九
五
五
年
以
来
)
、

1ヒlM8C2・22)272

10 

公
企
業
部
門
へ
の
転
出
は
、
近
時
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。
新
聞
企
業
全
国
協
会
の
会
長
(
一
九
五
五
年
以
来
、
国
務
院
請
求
審
究
官
〉
、

フ
ラ
ン
ス

一
人
の
審
議
官
が
相
つ
い
で
会
長
)
改
革
後
も
監
視
会
議
議
長
を
経
て
新
機
構
の
管
理
評
議

会
副
会
長
と
な
り
、

ハ
パ
ス
協
会
〉

mg口
巾
出
雪
印
聞
の
会
長
と
な
っ
た
等
、
「
情
報
」
部
門
は
国
務
院
の
「
封
土
」
と
い
わ
れ
る
程
で
あ

る
。
運
輸
部
門
に
お
い
て
も
国
務
院
構
成
員
の
転
出
が
多
く
、
国
鉄
管
理
評
議
会
会
長
や
パ
リ
輸
送
公
社
社
長
、

ノ
I
N
・
ア
ウ
イ
ア
シ
オ
ン

営
会
社
管
理
評
議
会
会
長
の
ポ
ス
ト
に
も
つ
い
て
い
る
。
機
械
工
業
部
門
で
、
北
方
航
空
社
の
社
長
、
ま
た
、
保
険
部
門
に
お
い
て
、
国

エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
国

営
保
険
会
社
連
合
の
運
営
評
議
会
会
長
、
農
業
関
係
の
公
施
設

F
・
O
-
R
・
M
・
A
や
商
業
関
係
の
対
外
貿
易
全
国
セ
ン
タ
ー
の
会
長

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
国
務
院
構
成
員
が
公
企
業
の
合
議
体
に
参
加
・
協
力
し
て
い
る
例
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
、
国
内
的
の
み

な
ら
ず
国
際
的
公
企
業
部
門
に
及
ぶ
。
そ
れ
程
多
く
は
な
い
(
二
大
戦
聞
と
く
に
一
九
一
二
O
年
に
一
一
一
一
一
名
の
構
成
員
中
一
一
一
一
一
一
名
、
二
九
%
が
転
出
し
た

の
を
最
高
に
、
第
二
次
大
戦
後
は
一
九
四
六
年
二
五
名
中
二
九
名
、
二
五
%
か
ら
一
九
六
四
年
二
二
九
名
中
二
六
名
、
二
%
に
逓
減
し
て
い
お
が
、
そ

11 

私
企
業
部
門
へ
の
転
出
は
、

の
転
出
先
は
私
鉄
関
係
、
銀
行
・
信
託
関
係
が
比
較
的
多
い
(
財
政
院
察
院
構
成
員
が
銀
行
、
金
融
、
機
械
、
令
属
、
化
学
、
繊
維
工
業
に
転
出
者
が
多
く
、

「
取
っ
て
お
き
の
狩
猟
場
」
と
さ
れ
る
程
で
は
な
い
)
が
、
多
岐
な
企
業
に
分
散
し
て
お
り
、

部
分
で
あ
る
こ
と
が
自
に
つ
く
。

諮
問
行
政
に
つ
い
て

し
か
も
一
人
で
数
社
を
か
け
も
っ
て
い
る
例
が
大

⑤ 

い
ず
れ
も
夫
々
の
仕
方
に
お
い
て
決
定
権
を
も
っ
職
務
で
あ
る
が
、
諮
問
行
政
に
参
加
し
諸
決
定
を

準
備
す
る
こ
と
に
よ
り
「
間
接
的
」
に
彬
響
を
与
え
る
場
合
も
、
実
際
上
広
汎
か
つ
重
要
で
あ
る
o

以
上
例
示
し
た
院
外
諸
活
動
は
、



辺
諸
諮
問
機
関
は
、
国
務
院
自
身
の
そ
れ
を
別
(
次
項
五
〉
と
し
て
、
そ
の
他
多
数
の
諸
諮
問
機
関
に
大
別
さ
れ
る
。
後
者
は
、
政

府
事
務
総
局
の
分
類
に
よ
れ
ば
四
七

O
Oに
の
ぼ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
呼
称
、
構
成
、
任
務
、
機
能
、
所
属
等
は
秘
め
て
種
々
雑
多
の

も
の
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
約
一

O
分
の
一
の
場
合
、
国
務
院
の
構
成
員
、
が
「
骨
格
」
(
議
長
あ
る
い
は
メ

γ
パ
ー
と
し
て
。
国
務
院
行
政
部
所
属

の
審
議
官
の
主
要
な
活
動
形
態
の
三
は
諮
問
機
関
と
し
て
の
こ
れ
ら
審
議
会
等
の
議
長
と
た
る
こ
と
だ
と
い
わ
れ
勾
な
い
し
「
主
動
力
」

(
報
告
者
と

↓
 

と
な
っ
て
活
躍
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
審
議
会
・
委
員
会
等
の
構
成
員
あ
る
い
は
専
門
補
佐
官
と
し
て
の
指
名
は
政
府

な
い
し
大
臣
(
通
常
、
グ
ヲ
ン
・
コ
l
ル
と
く
に
国
務
院
構
成
員
が
最
有
力
の
候
補
者
と
な
る
〉
あ
る
い
は
国
務
院
自
身
(
多
く
の
場
合
副
院
長
、
時
と
し

し
て
)

フランスにおけるグラン・コールとしての国務院の一考察

て
総
会
)
が
行
な
い
(
後
者
の
方
が
独
立
性
が
強
い
て
国
務
院
構
成
員
は
、
省
際
的
中
立
な
い
し
不
偏
の
立
場
か
ら
、
法
律
専
門
家
と
し
て
活

そ
れ
ら
諮
問
機
関
の
答
申
を
通
じ
て
立
法
・
行
政
諸
施
策
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
少
な
く
な
叶
「
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

躍
し
、

ら
極
め
て
多
数
の
審
議
会
等
へ
の
参
加
を
通
じ
て
国
務
院
構
成
員
が
公
的
決
定
に
及
ぼ
す
影
響
力
は
1
1
1
全
体
を
総
合
す
れ
ば
実
際
上

|
|
国
務
院
(
政
府
の
一
般
的
諮
問
機
関
と
し
て
の
)
自
身
の
意
見
と
同
様
の
重
要
性
を
も
っ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

* 

以
上
っ
て
コ
百
検
討
に
基
づ
き
て

フ
ラ
ン
ス
高
級
官
僚
群
中
ト
ッ
プ
・
グ
ラ
ス
の
資
質
能
力
を
も
っ
国
務
院
構
成
員
(
実
際
上
そ
η
約
三

分
の
一
)
が
、
自
由
に
院
外
勤
務
に
出
向
す
る
特
権
的
慣
行
に
よ
り
、

フ
ラ
ン
ス
高
級
行
政
等
(
憲
法
・
政
治
・
国
際
機
関
を
合
め
、
さ
ら
に
は
公

企
業
・
私
企
業
に
転
出
)
広
汎
に
、
指
導
的
ポ
ス
ト
に
就
き
、
重
要
か
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
活
動
を
し
て
い
る
実
態
を
、

一
一
一
の
領
域
(
岡
、

ー
ロ
〉
に
整
理
し
て
概
観
し
た
。

こ
の
よ
う
な
「
指
導
職
員
団
」
と
し
て
の
国
務
院
の
機
能
は
、
わ
が
国
そ
の
他
諸
外
国
に
例
を
み
ず
、
従
来
わ
が
国
に
お
い
て
も
っ
と

ν
ゼ
ル
ゲ
オ
ア

l
y

・
ド
・
グ
ヲ
ン
・
コ
ミ

も
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
も
っ
と
も
プ
ラ

γ
ス
的
な
特
徴
を
示
す
一
側
面
で
あ
り
、
「
大
官
吏
の
貯
蔵
所
」
と
し
て
、
国
務
院
を
グ
ラ

ン
・
コ

l
ル
の
最
た
る
も
の
た
ら
し
め
る
核
心
に
ふ
れ
る
部
分
(
財
政
監
察
院
、
会
計
検
査
院
と
競
合
、
と
く
に
前
者
と
覇
を
競
h

乙
で
あ
る
と
い
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説

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
本
稿
研
究
の
重
点
は
、
こ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
検
討
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
伝
統
的
に
研
究
さ
れ
て

レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ス

き
た
国
務
院
の
諮
問
お
よ
び
裁
判
機
関
と
し
て
の
重
要
性
が
減
ず
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
「
規
制
的
」
機
能
で
あ
っ
て
、

ロ
l
h
y

・
毛
ト
1
h
H
(
却
)

本
稿
が
検
討
し
た
「
指
導
職
員
団
」
の
機
能
が
「
第
五
共
和
制
下
の
(
国
務
院
の
)
公
的
生
活
に
お
け
る
起
動
力
的
役
割
」
を
果
し
つ
つ
あ

る
と
い
う
指
摘
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

北法28(2・24)274

ヨ'/>.
員同

グ
ラ
ン
・
コ

l
ル
と
し
て
の
国
務
院
の
役
割
の
全
貌
を
総
括
す
る
た
め
に
は
な
お
検
討
す
べ
き
問
題
が
残
っ
て
お
り
(
次
項
五
、
六
)
、
ま

た
他
の
グ
ラ
ン
・
コ
ー
ル
お
よ
び
官
僚
制
全
般
と
政
治
制
度
の
実
態
(
さ
ら
に
は
社
会
全
体
〉
の
総
合
的
考
察
な
く
し
て
、
現
代
的
「
政

治
・
行
政
テ
ク
ノ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
」
)
と
い
わ
れ
る
実
態
の
フ
ラ
ン
ス
的
特
徴
に
つ
い
て
、
科
学
(
実
証
)
的
分
析
に
基
づ
く
綜
合
的
結

論
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

デ
イ

ν
ク
ト
ウ
I
h
N

(
1
)

司
-
F
m
r
E
5
F
H
¥
同
ロ
ω
三
円
台
C
Z
L
g
出
5
5
2
・
H
V
・
C
・
m-
一
回
目
∞
・
ヲ
一
N
吋
l
一
吋
∞
・
は
、
大
蔵
省
お
よ
び
各
省
官
一
房
一
の
局
長
の
ポ
ス
ト
の
多
く
が

財
政
監
察
官
に
よ
り
占
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
指
導
職
員
団
の
観
を
呈
す
る
実
態
を
分
析
。
な
お
、
本
書
は
、
行
政
(
社
会
d

学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
研
究

の
最
初
の
優
れ
た
モ
デ
ル
と
し
て
、
其
後
の
此
種
研
究
に
多
く
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。

(
2
)
』
・
l
H
y
z
o
m『
5
・
0同
y

口
一
昨
よ
℃
・
二
.
2
ロ
D

件。(同)"司・一∞.

(
3
)
ζ
ー
の

-Pω
∞
-
2
・
0
司
-
n
E
J
司
N
a
w
N
白
0

・

(
4
)
Z
O
四
円
2
・
0
℃

-nF
了
間
v
-
N

夕
日
・

〈

5
)
Z必ュ
P
E
p
u
H
》
・

8
・
現
事
務
局
長
、
F
5
0神宮
l
P
2
ミ
氏
も
、
国
務
院
請
求
審
査
官
。
な
お
、
。
-
F
E
n
y
o
司
目
円
伊
丹
J
司
・
目
白
・
拙
稿
、

覚
え
書
き
、
本
誌
二
五
巻
四
号
、
二
ハ
O
頁
参
照
on『・
J

円
・
の
E
r
B
F
F
g
E
E
r
a
g
仏
口
百
四
巾
邑
5
5
E
S
E
-
F
・
O-
ロ
』
J
一
回
吋
N
・

(
6
)
Z
m
m
ュp
c
司
・
口
広
J
℃
・

81ω
ご
穴
2
乙
2・

8
・
n
F
f
℃
-

M

ム白lNム吋・唱
-

M

A

印
に
、
議
員
の
年
次
と
名
前
の
表
あ
り
。
一
九
四
七
年
選
出
代
議
員

。
g
昨
今
1
2
0
3
ゲ
明
D
ロ]広三・、H，g
m
C
可
仏
己
司
S
F
一
九
五
二
年
代
議
員
明
。
口
一
石
グ
吋
百
四
ミ
ハ
宮
司
O
ロ
ホ
?
の
宮
件
。
i
E
2
2
・
元
老
員
。
。
r
H
か
・
一
九

五
七
年
代
議
員
、
吋
E
m
ミ
L
E
司
2
m
?
の
宮
件
。
1
2
2
2
・
F
r
円
少
即
日
E
-
〉
E
聞
広
・
一
九
五
八
l
l
五
九
年
代
議
員
。
各
円
少
国
3
8
F
〉
旦
問
E
-

ピ
四
日
F
F
o
m
E
L
U
E
E
2
2
m
m
c
p
F
R
O
m
件
。
l
F
R
a
g
-
口
伝
?
元
老
員
T
8
5
2
(
件
。
5
3
?
)
・
一
九
六
二
年
、
目
ロ
問
ミ
E
H
ι
2
2
・
p
r
F
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F
元
老
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T
2
5
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公・

2
・)・

ζ
月色コ・

(
7
)
Z
m
m門戸
D
W
C℃
-
a件
J
日以・

ωご

ωω
・
止
の
-Hwo-caa-
戸
内
問
。
ロ
2
5
2岡高口同

2
-、
邑
ヨ
百
一
切
件
自
立
32ι
ぬ
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お

明

E
ロ
n
p
h
o
}
F
P
呂
田
吋
切
古

-muム
ω
?

(
8
)
{
U
-
u
s
r担
口
}
グ
ピ
邑
B
5
2可白骨
5
ロ
き
官
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ロ
〈
C
F
D司
-n-件
"
司
・
印
〔
}
l
印一-

エ
タ
・
マ
ジ
g
j
h
ル

ア

ジ

ヤ

ン

・

ド

・

リ

2
.ソ
ン

〈

9
〉
各
省
の
大
臣
の
直
接
か
つ
個
人
的
な
協
力
者
の
集
ま
っ
た
「
総
司
令
部
」
と
い
わ
れ
、
当
該
省
の
行
政
諸
部
局
と
大
臣
と
の
問
の
「
連
絡
官
」
の
役

割
を
果
す
。
テ
ク
ノ
ク
ラ
ッ
ト
の
技
術
的
知
見
が
、
責
任
を
負
う
こ
と
な
し
に
、
大
臣
の
政
治
的
諸
決
定
の
形
成
に
影
響
を
与
え
る
中
枢
的
場
所
と
さ

れ
る
。
』
・
l「

ω
2円E
L
b
E
r
F
Z
Z
2
3
5
b
H
E
m
-
河・
0
・司
J
5
8
・
司
・
ロ
ミ
l
一N
S
が
詳
し
い
。
拙
稿
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
律
の
立
案

過
程
、
比
較
法
研
究
二
三
号
、
一
二
ハ
頁
参
照
。
同
-
g
m
-
R
8・
2
7
-
Y
N
ω
与
え

m-
一
ロ
『
』
同
V
2
M
L
3邸内
2
・
F
2
全
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n
H
2
凡
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2
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E
z
a
B
l
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r
p
p向か
E
2
2
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2
・一回目
N
U
L
m
n同

(
旧
)
の

a
z
o
m円5
・
0司
-
n
x
-
℃・

2
・
ド
ゴ

l
ル
政
府
下
で
は
一
五
名
(
局
長
六
名
、
技
術
顧
問
五
名
、
嘱
託
四
名
)
、
ド
ブ
レ
政
府
下
で
二
一
名
(
一

三
、
五
、
二
、
特
一
名
オ
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
政
府
一
次
下
一
六
名
、
二
次
下
一
九
名
、
一
二
次
下
一
七
名

o
F回目
-
R
8・門広
JHV-Mω
印
内
の
表
に
よ
れ
ば
、

第
五
共
和
制
下
(
一
九
五
九
|
六
五
)
の
七
五
名
の
う
ち
、
局
長
(
次
長
一
名
〉
二
七
名
(
一
二
六
%
)
、
段
術
顧
問
三
九
名
(
五
一
二
%
て
嘱
託
八
名
(
四

%
)
と
な
っ
て
い
る
。

(
叩
〉
の
b

何
-
Z・
ω三
2
2
2・
0℃・

2
7
℃
-
N
A∞
iM怠
w
N
m
0
・
一

0
・
三
表
に
よ
れ
ば
、
局
長
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
も
、
知
事
職
が
ト
ッ
プ
で
省
官
房
職

員
計
三
四
名
、
財
政
監
察
院
二
三
名
、
国
務
院
一
二
名
、
会
計
検
査
院
一
一
名
:
:
:
と
な
っ
て
い
る
。

(
け
)
附
ハ

2凹
-
2・
8
・
2
7
匂
-

M
吋

ω
・
大
蔵
省
の
局
長
の
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
る
財
政
監
察
官
と
大
蔵
省
職
員
団
上
級
行
政
官
と
の
争
奪
戦
は
す
さ
ま
じ
い
よ
う

で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
は
国
務
院
構
成
員
の
ほ
う
が
抵
抗
少
な
く
就
任
し
う
る
よ
う
で
あ
る
。
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S
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官・
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目
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句
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U
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5
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p
z
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お
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O
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E
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g
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S包
括
・

(日
)]ω
・〈内門司
F
2・
r
g
混同三円
2
L。
r
H
V芯
ω
F
L
2
2
L角川

]mHN品目出
Hr--ACFHU・
c-Mり
J
-
u
コ"甘
-
Zー・乙・

0
-
z
z乙
・
何
m
g
F
E円
]ω
官
a
z
z
o
ι
ο

-
p

〈。

-
N
S
c
r
-
5
5・
Z
Fロ
品
、
己
ロ
∞
与
な
ロ
ロ
弘
司
「
C
・O-H-一

u
g
-
℃・一∞
0・
は
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
流
の

A
F
m
s
r
g
G
の
移
入
、
な
い

L
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
プ
リ
グ
エ

フ
ラ
ン
ス
の
旧
制
度
下
の
枢
密
顧
問
会
議
の
移
植
と
結
論
、
大
統
領
が
首
相
を
通
じ
て
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
公
的
部
門
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
大
統
領

の
補
佐
者
(
少
数
だ
が
精
鋭
)
の
チ
l
ム
の
協
力
を
通
じ
て
彼
の
大
臣
達
と
の
緊
密
な
関
係
を
維
持
す
る
フ
ラ
ン
ス
流
大
統
領
制
だ
と
規
定
し
て
い
る
。

(
川
)
ト
リ
コ
氏
の
経
歴
は
、
国
務
院
聴
間
官
、
内
閣
官
房
付
、
訟
務
政
府
委
員
、
チ
ュ
ニ
ジ
ヤ
総
督
法
律
顧
問
、
内
閣
官
房
局
長
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ヤ
問
題
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説

事
務
局
長
、
大
統
領
事
務
総
局
技
術
顧
問
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ヤ
共
和
国
総
督
代
理
、
国
防
省
行
政
事
務
総
長
を
際
任
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
多
方
面

な
領
域
で
の
経
験
を
も
っ
若
い
(
四
七
才
)
国
務
院
審
議
官
と
し
て
、
一
つ
の
範
例
を
一
万
す
と
い
う
。
〈
2
コ
P
D℃・
2
7
司

NDIN--

(山川

)
z
a
コp
o司
-
i
f
-
u・
ω
吋・

(
問
〉
拙
稿
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
律
の
立
案
過
程
、
前
掲
、
一
一
六
頁
。

(
げ
)
拙
稿
、
フ
ラ
ン
ス
高
級
官
僚
養
成
の
制
度
と
実
態
、
前
掲
、
一
一
一
一
四
頁
以
下
参
照
。

E
-
N
-
A
の
創
設
者
が
同
務
院
訪
求
察
官
究
官
の
ド
ブ
レ
だ

し
、
所
長
は
、
第
一
代
、
回
O
R
L
Eロ《凶
m
m，
C口
問
。
ロ
ミ
氏
が
国
務
院
審
議
官
(
外
部
採
用
)
、
第
二
代
。
E

2
氏
は
、
訪
れ
木
白
米
交
官
。
管
理
評
議
会
に

つ
い
て
は
、
国
務
院
副
E

町
長
が
法
定
議
長
、
二
人
の
国
務
院
構
成
員
が
メ
ン
バ
ー
。
実
刑
円
部
長
は
国
務
院
川
向
(
一
九
六
五
年
ま
で
て
教
授
怖
に
悶
務

院
構
成
員
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
パ
リ
政
治
学
研
究
所
に
少
な
か
ら
ぬ
国
務
院
構
成
員
若
手
が
山
内
き
後
裁
を
育
成
し
て
い
た
。
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仁
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O
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例
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不
あ
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6
・
2
7
℃-
M

コlNg・

(
勾
)
例
え
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、
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E
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E
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〉
E
M
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-
一
∞
∞
∞
・
そ
の
他
欧
文
行
政
法
概
説
書
、
が
戸
始
ん
ど
)
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
最
近
の
「
行
政

学
」
研
究
に
よ
り
開
発
さ
れ
つ
つ
あ
り
(
本
稿
て
註
(
8
)を
み
よ
)
、
と
り
わ
け
、

H
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-
Z・
ω己
2
B
ω
P
M
M
c
-
M
t
g
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長
2
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ω
E
E円。
E
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P
2
9
5伶
邑
E
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E
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t
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・
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司
・
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芹
・
が
粛
一
安
な
総
合
的
研
究
で
あ
る
(
と
く
に
二
七

O
|二
八
一
一
氏
の
本
テ

1
7
関
連
結
論
的
部
分
、
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Une etude sur le Conseil d'Etat comme un 

grand corps de l'Etat (1) 

Tadakazu FUKASE 

C'est une etude， du point de vue de la science administrative， 

sur le Conseil d'Etat comme un Grand Corps de l'Etat. 

(1) lntroduction-Qu'est ce que“Grands Corps"? 

(2) La qualite superieure des membres du Conseil d'Etat 

(3) La pratique privilegi白 pourle libre detachement des membres 

hors le Conseil 

(4) L'influence du Conseil d'Etat comme “corps de direction" 

(jusqu'ici. le present numero) 

(5) Les influences du Conseil comme organe consultatif et organe 

juridictionnel administratif 

(6) Conclusion-U n aspect des traits caracteristiques de la haute 

administration francaise 
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